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1 本資料は、裁判員制度に対する国民の理解と関心を深めるとともに、同制度の運用の改善

などのための検討に資するため、裁判員法103条に基づき、毎年、裁判員裁判対象事件の

取扱状況、裁判員及び補充裁判員の選任状況その他裁判員法の実施状況について公表するも

のである。

本公表は、第15回目の公表であり、令和5年（令和5年1．月1日から同年12月31日

まで）における裁判員裁判対象事件を対象としている。

2本攪料は、以下の4部術成をとっている。

(1)第1の「実施状況の概要」 （図表1ないし図表10)では、裁判員裁判対象事件の概況

データを一覧表で示した上で、裁判員裁判対象事件の新受、終局、未済の各状況及び裁判

員等の負担について示した。

（2）第2の「裁判員等の選任に関する実施状況について」 （図表1 1ないし図表28）では、

裁判員候補者名簿の作成から事件ごとの候補者選定、調査票及び質問票の回答に基づく辞

退許可等、選任手続期日における裁判員の選任・不選任に至るまでの選任手続の流れに沿

って、統計データを示すとともに、特に、選任手続全般を通じた辞退の許否に関する状況

について、データを示した（手続の流れ等については、 12頁以下を参照されたい。 ） 。

（3）第3の「裁判員の参加する公判手続の実施状況について」 （図表29ないし図表76）

では、公判前整理手続から公判審理、評議、裁判の結果（判決等） 、上訴に至る裁判手続

の流れに沿って、統計データを示すとともに、特に、公判前整理手続や公判審理に要した

期間等について､データを示した(手続の流れ等については、39頁以下を参照されたい｡)。

（4）第4の「その他」 （図表77ないし図表82）では、弁護人及び通訳人、裁判員法違反

に関する統計データを示した。

3本資料の統計、図表その他の計数資料は、主に、司法統計年報、通達に基づく裁判統計報

告書及び刑事局への各種報告等によるものである。

4本盗料の全般に用いられる特別法等の略称や用語の定義、平均値の算出方法については、

凡例のとおりである。

令和6年7月

最高裁判所事務総局
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1 特別法、政令の略称

［法令、政令名］

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

裁判員の参加する刑事裁判に関する規則 、

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第16条第8号に規
定するやむを得ない事由を定める政令（平成20年政令第3
号）

銃砲刀剣類所持等取締法

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

麻薬及び向精神薬取締法

国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為
等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に
関する法律

［略称］

裁判員法（又は「法」 ）

裁判員規則（又は「規」 ）
ノ

辞退政令

銃刀法

組織的犯罪処罰法

麻薬取締法

麻薬特例法

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法
律

自動車運転死傷処罰法

1 1

用語の定義。説明 ‘

(※[頁]は最初に掲載されたページ数のみを記載した(ただし、図表1， 29を除く）。 ）

2

［用語］ [頁I[定義・説明］

I

平成21年5月21日の裁判員制度施行後に起訴された法
2条1項各号に該当する事件及び法5条本文に該当する事
件。

裁判員裁判対象事件 1

’ 1

り

起訴された被告人の員数又は他の裁判所から移送等によっ
て受理した被告人の員数。ただし、裁判員裁判に関する事
務を取り扱う支部以外の支部に起訴された入員を除く。

2新受人員

1人の被告人、裁判員候補者及び被害者等を重複して計上
することがある場合をいう。例えば、同一の被告人に対す
る複数の事件が各別に起訴された場合には、その後、これ
ら複数の事件を併合して審理、終局した場合であっても、
事件ごとに員数を計上した。

延べ人員 2

I

，
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[用語］ [定義・説明］ [頁］

終局人員

判決、決定、その他で終局した被告人の員数。裁判員裁判
に関する事務を取り扱う支部以外の支部に起訴され、当該
支部の管轄区域を取扱区域とする本庁又は支部に回付され
た人員を除く。複数の被告人に対する事件の審理が併合さ
れて終局となった場合には、各被告人の員数を計上し、同
一の被告人に対する事件の審理が併合されて終局となった
場合には、全事件を通じて1人として計上した。ただし、
同一の被告人に対する事件を分離し、各別に終局となった
場合には、終局した事件ごとに1人として計上した。

5

実人員

1人の被告人、裁判員候補者名簿登録者、選任された裁判
員等を1人として計上する場合をいう。例えば、同一の被
告人について複数の起訴があり、その事件の審理が併合さ
れたまま終局したときでも1人として計上し、 2人の被告
人の事件が併合されたまま審理終局したときは、手続及び
判決が1つであっても2人として計上した。

5

罪名（終局時）

。

一

と

）

象
れ
な
で

のを含む
、有罪（
その他の
変更後の
員裁判対
）を、そ

等の場合
なる罪名

のも
合で
罪や
合は
裁判
もの

変更
と異

未遂処罰規定のある罪名については、未遂
複数の罪名に当たる事件を併合審理した場
部無罪を含む。 ）のときは処断罪名を、無
きは起訴されている （訴因変更があった場
罪名のうち、裁判員裁判対象事件の罪名（
事件が複数あるときは、法定刑が最も重い
ぞれ計上した。
起訴罪名と認定罪名が異なる場合や罰条の
どにおいては、裁判員裁判対象事件の罪名
計上されることがある。

5

判決人員

裁判員の参加した合議体により審理終局した被告人の員
数｡少年法55条による家裁移送決定があったものを含み、
裁判員法3条1項及び3条の2第1項の除外決定があった
もの及び裁判員が参加する合議体で審理が行われずに公訴
棄却判決があったものを含まない（実人員） 。
ただし、公判前整理手続に関する図表の判決人員は、裁判
員裁判対象事件以外の事件について、公判前整理手続に付
されずに公判を開いた後、罰条の変更等により裁判員裁判
対象事件になり、期日間整理手続に付されたもの等を含ま
ないため、他の図表の判決人員とは異なる。

5

未済人員
起訴後、裁判所に事件は係属しているが、終局に至らない
被告人の員数。本資料においては
現在の未済人員を計上した。

、
。
令和5年1 2月31日 7

職務従事日数
裁判員等が、選任手続、公判、評議及び判決宣告等のため
に裁判所に出席した日数の合計をいう （凡例Ⅵ頁のイメ
－ジ参照） ◎

1O

職務従事時間
選任手続期日に要した時間、開廷時間及び最終評議に要し
た時間の合計時間（中間評議に要した時間を含まない。 ）
をいう （凡例Ⅵ頁のイメージ参照） ◎

lO



III

[用語］ [定義・説明］ [頁］

自白

終局の段階において、全ての公訴事実を認め、かつ、法律
上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の減免の理由となる事実
を主張していない場合をいう。

10

否認

終局の段階において､公訴事実の全部若しくは一部を争い、
又は、公訴事実を認めながら法律上犯罪の成立を妨げる理
由若しくは刑の減免の理由となる事実を主張した場合及び
被告人が終局の段階まで黙秘していた場合をいう。

10

終局件数

裁判員の参加した合議体により審理終局した事件ごと
数（終局した被告人の員数を計上する終局人員とは
る。 ） 。原則として、被告人単位で計上しているが、
時に複数の被告人の事件が併合されている場合には、
刑の重い被告人1人について計上している。

の件
異な
終局
最も

10

受訴裁判所
(又は「裁判所」 ）

当該事件を審理する裁判体をいう。裁判員が選任される前
は、裁判官3人（又は1人）の組織であり、裁判員選任後
は、 これに裁判員6人（又は4人）を加えた組織をいう。

12

選任手続期日
法27条1項で定める期日をいう。法97条1項による選
任予定裁判員から裁判員等を選任する手続期日を含まな
い。

12

実審理予定日数

裁判員等選任手続期日のお知らせに記載した公判期日等（
評議のみの日、判決のみの日を含み、選任手続期日のみの
日を含まない。 ）が予定されている日数の合計である （凡
例Ⅵ頁のイメージ参照） ○

15

選定された裁判員候補
者数

起訴された裁判員裁判対象事件について、受訴裁判所が定
め､地方裁判所がくじで選んだ裁判員候補者の員数をいう。
選定があった後、法3条1項及び3条の2第1項の除外決
定がされた場合や法5条ただし書によって取り扱われるこ
ととなった場合、裁判員が参加する合議体で審理が行われ
ることな.く、公訴棄却・移送等で終局した場合には、選定
された裁判員候補者の数は計上していない。また、法28
条の追加呼出しの場合に定められた追加して
裁判員候補者の員数及び法90条の選任予定

呼び出すべき

裁判員を選定
するために呼び出すべき裁判員候補者の員数を含むが、選
定後、選任手続期日の指定を取り消したため、選定を取り
消された裁判員候補者の員数を含まない。

19

呼び出さない措置がさ
れた裁判員候補者

判員候補者名簿記載
由・就職禁止事由に
由に該当すると認め
出さない措置がされ
参照） 。

選定された裁判員候補者のうち、 l)裁
通知が到達していない場合、 2)欠格事
該当する場合及び3)法16条の辞退事由
られた場合等で、選任手続期日に呼び出
た裁判員候補者をいう （本文第2の1参

20

辞退申出によって呼び
出さない措置がされた
裁判員候補者

辞退申出
て呼び出

、

れ
措置がされた裁判員候補者のうち
条の辞退事由に該当すると認めら
された裁判員候補者をいう。

呼び出さない
により法16

さない措置が

20



IV

[用語］ [定義・説明］ [頁］

辞退申出によって呼出
取消しがされた裁判員
候補者

選任手続期日への呼出しがされた裁判員候補者の
退申出により法16条の辞退事由に該当すると認
場合で、選任手続期日への呼出しが取り消された
補者をいう。

うち、辞
められた

裁判員候
20

呼出取消しがされた裁
判員候補者

欠
退
の
１

、
辞
へ
の

選任手続期日への呼出しがされた裁判員候補者のうち
格事由・就職禁止事由に該当する場合又は法16条の
事由に該当すると認められた場合等で、選任手続期日
呼出しが取り消された裁判員候補者をいう （本文第2
参照） 。

22

辞退が認められた裁判
員候補者（選任手続全
般を通じて）

l)辞退申出によって呼び出さない措置がされた裁判員候補
者、 2)辞退申出によって呼出取消しがされた裁判員候補者
及び3)選任手続期日に辞退が認められた裁判員候補者の合
計をい

＝

フ ◎

34

審理期間

(併合事件がある場合
局までの期間。 ） （月
を受理した日から判状

間
終
訴
頁のイメージ参照)。Ⅵ

での期
日から

は、起
(凡例

事件の受理の日から終局ま
は、最初の事件を受理した
数）をいう （多くの事件で
決宣告までの期間である。）

40

公判前整理手続期間
公判前整理手続に付する旨の決定があった日から同手続が
終了した日までの期間（月数）をいう （凡例W頁のイメ
－ジ参照） 0

40

実審理期間
第1回公判期日から終局（判決宣告）までの期間（日数）
をい

シ

フ ◎ 審理等が行われなかった日や土日祝日を含む（凡
例Ⅵ頁のイメージ参照） 0

40

開廷時間
公判期日及び刑事訴訟法281条に基づく証人尋問等の公
判準備に要した全ての時間をいう。評議（中間評議の時間
を含む｡）の時間を含まない(凡例Ⅵ頁のイメージ参照)。

40

証人尋問時間、被告人
質問時間

｢検察官」の尋問（質問）時間には、被害者（委託弁護士
を含む。 ）の尋問（質問）時間を含み、 「弁護人」の証人
尋問時間には、被告人本人による尋問時間を含む。

40

取調べ証拠数
検察官又は弁護人（被告人を含む。 ）が請求し、取り調べ
られた書証、物証及び人証の合計数をいう。双方請求の場
合は、それぞれに重複して計上したため、延べ数である。

57
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V

[用語］ [定義・説明］ [頁］

C ‐

取調べ証人数

）が請求し又は職
･取調べ証拠数と
証人を検察側、弁
、 1人として計上

。
う
の
は

しくは弁護人（被告人を含む
調べられた人証の合計数をい
、実人員数を計上した（同一
が請求し、取り調べた場合に
｡

検察官若
権で取り
は異なり
謹側双方
した。 ）

57

裁判員裁判対象罪名の
事件

平成21年5月21日の裁判員制度施行前に起訴された法
2条1項該当事件。 ．

■ 6

79



＜期間。時間に関するイメージ＞
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数値の算出方法

(1)平均値の算出方法

ア平均審理期間

平均審理期間は、次の階級区分によって算出した（ただし、図表40を除く。 ） 。な

お、 （ ）内は階級の代表値で月数を示す。

1月以内（0.5） 2月以内(l .5) 3月以内(2.5) 6月以内(4.5) 1年以内(9)

2年以内(18) 3年以内(30) 3年を超えるもの(60) の8区分

イ平均公判前整理手続期間

平均公判前整理手続期間は、次の階級区分によって算出した（ただし、図表40を除

く。 ） 。 （ ）内は階級の代表値で月数を示す。なお、統計数値の収集実績に伴い、平

成23年の資料から分布の表示方法及び代表値を変更した。

15日以内（0.5） 1月以内（0.5） 2月以内(l.5) 3月以内(2.5)

6月以内（4.5） 9月以内（7.5） 1年以内(10.5) 1年3月以内(13.5)

1年6月以内(16.5) 1年9月以内(19.5) 2年以内(22.5)

2年3月以内（25.5） 2年6月以内（28.5） 2年9月以内(31.5)

3年以内（34.5） 3年を超えるもの（48） の16区分

ウその他の平均値

上記以外の平均値（選任された補充裁判員数の平均、平均開廷回数、平均取調べ証拠

数、平均実審理期間、平均評議時間等）は、対象となる人数、回数、 日数等の和をサン

プル数で除する方法によって算出した。

(2)構成比及び比率（％）の算出方法

構成比及び比率は小数第2位を四捨五入する方法で算出した。そのため、項目ごとの合

3

計が100.0%にならない場合がある。
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第1 実施状況の概要

第1 実施状況の概要

1 概況

令和5年の裁判員裁判対象事件の概況は、図表1のとおりである。各データの詳細は右

欄外に記栽した各図表を参照されたい。

図表1 裁判員裁判対象事件の概況データ

(注）図表2～4参照

(注）図表7－2の次の(参考)参照

(注）図表5，6，70，71参照

(注）図表8参照

(注）図表11， 12， 19参照

(注）図表13～16等参照

(注）図表13(参考)参照

(注）図表16～18等参照

(注）図表16，24参照

(注）図表25,28参照

(注）図表26～28参照

(注）図表19参照

〃

(注）図表35,36,39,41参照

(注）図表42参照

(注）図表43～45,63参照

(注）図表46参照

(注）図表47，48参照

(注）図表49，55参照

(注）図表51,55参照

(注）図表65参照

(注） 図表66～68参照

(注）図表78,79参照

、
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第1

実施状況の

概要

新受人員(延べ人員）

新受人員(実人員）

終局人員(実人員）

平均職務従事日数

972(人）

942(人）

828(人）

8.0（日）

第2

裁判員等の

選任に関す

る実施状況

について

裁判員候補者名簿遜録人数

選定された裁判員候補者の数

平均実審理予定日数

選任手続期日に出席した裁判員候補者の数

選任手続期日への裁判員候補者の出席率

辞退が認められた裁判員候補者の数

辞退が認められた裁判員候補者の割合

選任された裁判員の数

選任された補充裁判員の数

213,700(人）

92,2()7(人）

7.5（日）

2]，637(人）

68.6(％）

61， 706(人）

66.9(％）

4，714(人）

1，610(人）

第3

裁判員の参

加する公判

手続の実施

状況につい

て

平均審理期間

平均実審理期間

平均開廷回数

平均取調べ証拠数

平均取調べ証人数

平均証人尋問時間

平均被告人質問時間

被害者参加の申出があった判決人員

平均評誰時間一

13．2(月）

14．9（日）

5.3(回）

22.2(個）

2.9(人）

238．2(分）

198.0(分）

176(人）

857.1（分）

第4その他 通訳翻訳人の付いた外国人の判決人員 98(人）



第1 実施状況の概要

2新受人員及びその内訳（庁別・罪名別）

令和5年1月1日から12月31日までの裁判員裁判対象事件の新受人員（「延べ人員」

である。 ）は972人であり《同年における地裁刑事通常第一審事件全体の新受人員（6万

4987人）の1．5％を占めている（以上、図表2） 。

同年における裁判員裁判対象事件の新受人員を庁別及び罪名別にみると、図表3及び図

表4のとおりである。

図表2地裁刑事通常第一審事件及び裁判員裁判対象事件の新受人員

通常第一審事件64,987人(100M

－－

－

その他の事件

一

君

裁判員談判対象事件972人(1.5”

(注） 1 延べ人員である．

2退常第一審事件には再恋事件を含む．

e裁判員栽判対象事件にlま、裁判員裁判に関する事務を取り扱う支部

以外の支部に起訴された談判員裁判対象塞件は含蚤ね厳い．

イ

2



第1 実施状況の概要

図表3 庁別の新受人員

(注） 1 延べ人員である。

2 裁半ll員裁判に関。裁判員裁判に関する班務を取り扱う支部以外の支部に起訴された人員を除く。

3

総数 972

東京地裁本庁 127

東京地裁立川支部 30

横浜地裁本庁 58

横浜地裁小田原支部 6

さいたま地裁本庁 44

千葉地裁本庁 111

水戸地裁本庁 33

宇都宮地裁本庁 35

前橋地裁本庁 9

静岡地裁本庁 2

静岡地裁沼津支部 11

静岡地裁浜松支部 11

甲府地裁本庁 3

長野地裁本庁 10

長野地裁松本支部 2

新潟地裁本庁 10

大阪地裁本庁 95

大阪地裁堺支部 18

京都地裁本庁 9

神戸地裁本庁 18

神戸地裁姫路支部 7

奈良地裁本庁 11

大津地裁本庁 8

和歌山地裁本庁 7

名古屋地裁本庁 27

名古屋地裁岡崎支部 10

津地裁本庁 9

岐阜地裁本庁 7

福井地裁本庁 ー

金沢地裁本庁 2

富山地裁本庁 3

広島地裁本庁 21

山口地裁本庁 3

岡山地裁本庁 18

鳥取地裁本庁 1

松江地裁本庁 5

福岡地裁本庁 35

福岡地裁小倉支部 12

佐賀地裁本庁 2

長崎地裁本庁 5

大分地裁本庁 7

熊本地裁本庁 13

鹿児島地裁本庁 12

宮崎地裁本庁 8

那覇地裁本庁 11

仙台地裁本庁 16

福島地裁本庁 5

福島地裁郡山支部 2

山形地裁本庁 3

盛岡地裁本庁 10

秋田地裁本庁 1

青森地裁本庁 ， 5

札幌地裁本庁 14

函館地裁本庁

旭川地裁本庁 5

釧路地裁本庁 7

高松地裁本庁 2

徳島地裁本庁 3

高知地裁本庁 8

松山地裁本庁 5



実施状況の概要第1

図表4罪名別の新受人員

総数 972

強盗致傷 259

殺人 202

覚醒剤取締法違反 123

現住建造物等放火 100

不同意わいせつ致死傷 88

傷害致死 73

不同意性交等致死傷 49

強盗致死(強盗殺人） 25

強撫･不同意性交等 15

危険運転致死 8

偽造通貨行使 7

保謹責任者遺棄致死 3や

身の代金拐取 3

集団(準)強姦致死傷 2

逮捕監禁致死 2

拐取者身の代金取得等 2

銃刀法違反 2

通貨偽造 1

爆発物取締罰則違反 1

麻薬特例法違反 I

その他 6

(注） 1 延べ人員である。

2受理後の翻条の22受理後の罰条の変更により、裁判員裁判対象事件になったものを含まず、同

事件に該当しなくなったものは含む。

3 1通の起訴状で複数の罪名の異なる裁判員裁判対象事件が起訴された場合は、

法定刑の最も重い罪名に計上した。

4裁判員裁判に関する事務を取り扱う支部以外の支部に起所された人員を除く。

5 「不同意わいせつ致死傷jは、監護者わいせつ致死傷及び令和5年法律第66

号による改正前の（準）強制わいせつ致死傷を含む。

6 「不同意性交等致死傷」は、監謹者性交等致死傷、平成29年法律第72号によ

る改正前の（準）強姦致死傷及び令和5年法律第66号による改正前の（準）

強制性交等致死傷を含む。

7 「強盗・不同意性交等」は、平成29年法律第72号による改正前の強盗強姦及

び令和5年法律第66号による改正前の強盗・強制性交等を含む。
8 「危険運転致死」は、平成25年法律第86号による改正前の刑法208条の2及び

自動車運転死傷処罰法2条に規定する罪である。

不同意わし
9

現

覚醒剤取締法違反
12．7％

4



第1 実施状況の概要

3 終局人員及びその内訳（庁別・罪名別）

令和5年における裁判員裁判対象事件の終局人員（ 「実人員」である。 ）は828人であ

り、庁別、罪名別にみると、図表5及び図表6のとおりである （うち、有罪人員（一部無

罪を含む。 ）は795人であり、判決人員に対する有.罪率は98．5％である。 ） 。

なお､令和5年における地裁刑事通常第一審事件全体の終局人員は､4万3882人である。

(注） 1 実人員である。

2 裁判員裁判に『2 裁判員裁判に関する事務を取り扱う支部以外の支部に起訴され、 当該支部の

管轄区域を取扱区域とする本庁又は支部に回付された人員を除く。

3 裁判員法3条1項の除外決定があった人員を除く．

5

総数 828

東京地裁本庁 92

東京地裁立川支部 21

横浜地裁本庁 36

横浜地裁小田原支部 5

さいたま地裁本庁 39

千葉地裁本庁 87

水戸地裁本庁 28

宇都宮地裁本庁 16

前橋地裁本庁 9

静岡地裁本庁 4

静岡地裁沼津支部 9

静岡地裁浜松支部 3

甲府地裁本庁 2

長野地裁本庁 7

長野地裁松本支部 2

新潟地裁本庁 9

大阪地裁本庁 71

大阪地裁堺支部 11

京都地裁本庁 17

神戸地裁本庁 22

神戸地裁姫路支部 10

奈良地裁本庁 8

大津地裁本庁 11

和歌山地裁本庁 5

名古屋地裁本庁 31

名古屋地裁岡崎支部 12

津地裁本庁 17

岐阜地裁本庁 6

福井地裁本庁 4

金沢地裁本庁 4

富山地裁本庁 6

広島地裁本庁 22

山口地裁本庁 9

岡山地裁本庁 19

鳥取地裁本庁 1

松江地裁本庁 7

福岡地裁本庁 31

福岡地裁小倉支部 8

佐賀地裁本庁 2

長崎地裁本庁 4

大分地裁本庁 4

熊本地裁本庁 9

鹿児島地裁本庁 7

宮崎地裁本庁 5

那覇地裁本庁 6

仙台地裁本庁 22

福島地裁本庁 5

福島地裁郡山支部 7

山形地裁本庁 3

盛岡地裁本庁 6

秋田地裁本庁 1

青森地裁本庁 3

札幌地裁本庁 11

函館地裁本庁 2

旭川地裁本庁 3

釧路地裁本庁 8

高松地裁本庁 3

徳島地裁本庁 5

高知地裁本庁 1

松山地裁本庁 10



第］ 実施状況の概要

図表6罪名別の終局人員

総数

殺人

強盗致傷

現住建造物等放火

傷害致死

覚醒剤取締法違反

(準)強制わいせつ致死傷

(準)強制性交等致死傷

麻薬特例法違反

危険運転致死

強盗致死(強盗殺人）

強盗･強制性交等

拐取者身の代金取得等

偽造通貨行使

保談責任者遺棄致死

銃刀法違反

逮捕監禁致死傷

傷害

(準)強制性交等

強盗

通貨偽造

自殺関与及び同意殺人

逮捕監禁

身の代金拐取

窃盗

大麻取締法違反

班
一
“
一
噸
一
鯛
一
別
一
布
一
鎚
一
“
｜
鯛
一
躯
一
妬
一
ｕ
ｌ
ｕ
ｌ
７
’
６
－
５
－
４
－
３
－
２
’
２
－
１

－
１
－
１
－
１

１
．
１

(注） 1 実人員である。

2裁判昌裁判にf2裁判員裁判に関する事務を取り扱う支部以外の支部に起訴され、当該支部の

管轄区域を取扱区域とする本庁又は支部に回付された人員を除く。

3裁判員法3条1項の除外決定があった人員を除く。

殺人言

但3．9
－

強盗致傷

~ 18．5%"18.5%

そ．'伽
』

覚醒剤取締

違反

9.1％

法

現住建造物等放火
100％

傷害致死

9.7％

6



第1 実施状況の概要

4 未済人員及びその内訳（庁別・係属期間別）

令和5年末現在における裁判員裁判対象事件の未済人員（併合された事件を含む「延べ

人員」である。 ）は1 ,369人であり、庁別、係属期間別にみると、図表7のとおりである。

なお、同年末現在における地裁刑事通常第一審事件全体の未済人員は、 2万5116人であ

る． ’

図表7－1 庁別の未済人員

(注） 1 延べ人員である。

2 裁判員裁判対象］2 裁判員裁判対象事件と裁判員裁判対象事件以外の事件が併合審理されている場合は、

併合されている裁判員裁判対象事件以外の事件の未済人員を含む‘

3 裁判員法3条1項の除外決定があった人員を除く。

7

総数 1,369

東京地裁本庁 221

東京地裁立川支部 41

横浜地裁本庁 82

横浜地裁小田原支部 6

さいたま地裁本庁 45

千葉地裁本庁 109

水戸地裁本庁 29

宇都宮地裁本庁 ・ 55

前橋地裁本庁 16

静岡地裁本庁 3

静岡地裁沼津支部 10

静岡地裁浜松支部 19

甲府地裁本庁 5

長野地裁本庁 7

長野地裁松本支部
■･●65●05伊Q4bUQ■心0叩gU●be｡●Q●rU●69③卜CePU9eQ勺●9口rU③けU○ｩU●①C●PC酢『U●『U●C●七64①CG①CDC*■CG｡｡U酢QCQ七G曲C古qCCｩC0bUOp■0■ﾛﾛ●CG■U6口6 ■eU

新潟地裁本庁

2

16

大阪地裁本庁 158

大阪地裁堺支部 18

京都地裁本庁 20

神戸地裁本庁 22

神戸地裁姫路支部 14

奈良地裁本庁 12

大津地裁本庁 6

和歌山地裁本庁 8

名古屋地裁本庁 54

名古屋地裁岡崎支部 11

津地裁本庁 19

岐阜地裁本庁 8

福井地裁本庁 4

金沢地裁本庁 2

富山地裁本庁 10

広島地裁本庁 16

山口地裁本庁 4

岡山地裁本庁 38

鳥取地裁本庁 17

松江地裁本庁 5

福岡地裁本庁 48

福岡地裁小倉支部 20

佐賀地裁本庁 1

長崎地裁本庁 3

大分地裁本庁 7

熊本地裁本庁 27

鹿児島地裁本庁 12

宮崎地裁本庁 16

那覇地裁本庁 11

仙台地裁本庁
｡■､酌q■｡p■■F■｡●■●｡■●●■勺｡■むゆ■切り■cpUc●■●●■■●脚。昨■・碗●U9句CCcQUqeC●●C●｡C①COG七0●96｡c■｡CQ■｡C”C●C●｡96①GCFCG①CD●6つ姉*ｳC申CUoDU旬CG

福島地裁本庁

26
oQOeCCoC9●CO｡eDDC●ゆ90ｳe●●e9eUC●再●r0cD0q

2

福島地裁郡山支部 3

山形地裁本庁 3

盛岡地裁本庁 13

秋田地裁本庁 3

青森地裁本庁 12

札幌地裁本庁 9

函館地裁本庁

旭川地裁本庁 4

釧路地裁本庁 6

高松地裁本庁 3

徳島地裁本庁 5

高知地裁本庁 7

松山地裁本庁 16



第1 実施状況の概要

図表7－2係属期間別の未済人員

1

1 延べ人員である。

2裁判員裁判対象事件と裁判員裁判対象事件以外の事件が併合審理されている場合は、

(注）

併合されている裁判員裁判対象事件以外の事件の未済人員を含む。

3 ．裁判員法3条1項の除外決定があった人員を除く。

イ

〈

一

）

8

総数
1月

以内

3月

以内

6月

以内

1年

以内

2年

以内

2年を

超える

1,369 140 224 ､290 、 379 251 85



第1 実施状況の概要

(参考）庁別の新受、終局及び未済の各人員

(注） 1 実人員であり、令和5年12月末現在の数値である。

2 裁判員裁判に関する事務を取り扱う支部以外の支部に起訴された人員を除く。

3 訴因変更により裁判員裁判対象事件となった事件はく訴因変更決定日ではなく、

起訴日をもって計上した。

4 裁判員法3条1項の除外決定があったものを除く。

5 前年の未済人員があるため、新受一終局＝未済とはならない。

6 概数である。

9

新受 終局 未済

総数 942 828 964

東京地裁本庁 112 92 134

東京地裁立川支部 26 21 27

横浜地裁本庁 56 36 65

横浜地裁小田原支部 6 5 6

さいたま地裁本庁 41 39 48

千葉地裁本庁 110 87 90

水戸地裁本庁 33 28 29

宇都宮地裁本庁 33 16 36

前橘地裁本庁 9 9 16

静岡地裁本庁 2 4 3

静岡地裁沼津支部 11 9 10

静岡地裁浜松支部 12 3 11

甲府地裁本庁 3 2 5

長野地裁本庁 8 7 6

長野地裁松本支部 3 2 2

新潟地裁本庁 10 9 14

大阪地裁本庁 89 71 89

大阪地裁堺支部 17 11 15

京都地裁本庁 11 17 16

神戸地裁本庁 17 22 18

神戸地裁姫路支部 7 10 7

奈良地裁本庁 10 8 8

大津地裁本庁 8 11 6

和歌山地裁本庁 7 5 8

名古屋地裁本庁 31 31 36

名古屋地裁岡崎支部 10 12 9

津地裁本庁 9 17 11

岐阜地裁本庁 7 6 8

福井地裁本庁 一 4 3

金沢地裁本庁 2 4 2

富山地裁本庁 3 6 6

新受 終局 未済

広島地裁本庁 21 22 16

山口地裁本庁 3 9 3

岡山地裁本庁 18 19 19

鳥取地裁本庁 2 1 3

松江地裁本庁 5 7 4

福岡地裁本庁 34 31 29

福岡地裁小倉支部 11 8 10

佐賀地裁本庁 2 2 1

長崎地裁本庁 5 4 3

大分地裁本庁 6 4 7

熊本地裁本庁 16 9 13

鹿児島地裁本庁 10 7 10

宮崎地裁本庁 8 5 12

那覇地裁本庁 12 6 11

仙台地裁本庁 14 22 14

福島地裁本庁 5 5 2

福島地裁郡山支部 2
句

I 2

山形地裁本庁 3 3 3

盛岡地裁本庁 7 6 8

秋田地裁本庁 1 1 2

青森地裁本庁 5 3 5

札幌地裁本庁 14 11 9

函館地裁本庁 2

旭川地裁本庁 4 3 4

釧路地裁本庁 ’ 7 8 6

高松地裁本庁 3 3 3

徳島地裁本庁 3 5 4

高知地裁本庁 8 1 7

松山地裁本庁 10 10 10



第1 実施状況の概要

5 裁判員等の負担

裁判員等が、選任手続や公判、評議等のために裁判所に出席した日数（職務従事日数）

の分布を自白・否認別にみると、図表8のとおりである。また、裁判員等の負担や公判審

理状況を示すため、選任手続以降の通算の職務従事時間を自白・否認別及び罪名別にみる

と、図表9及び図表10のとおりである。

図表8職務従事日数別の終局件数の分布（自白否認別）

(注） 1 件数趣てであり、概数である。

2 （ ）は終局件数に対する割合（％）である。

図表9職務従事時間別の判決人員の分布（自白否認別）

(注）実人員である。

←

1O

終局

件数

職 務 従 事 日 数

3日 4日 5日 6日． 7日 8日 9日 10日
11日

以上

平均職務

従事日数

(日）

総数 756
(0.3)

2

(2.6）

20

(13.5）

102

(20.0)

151

(17.7)

134

(15.9)

120

(7.8）

59

(6.3）

48

(15.9)

120

8.0

自白 345
(0.6）

2

(5.5）

19

(27.2）

94

(34.2）

118

(16.8）

58

(8.4）

29

(3.2）

11

(2.0）

7

(2.0）

7

6.2

否認 411
(0.2）

1

(1.9)

8

(8.0）

33

(18.5)

76

(22.1)

91

(11.7）

48

(10.0)

41

(27.5）

113

9.5

判決

人員

職 務 従 事 時 間

12時間

以内

15時間

以内

18時間

以内

21時間

以内

24時間

以内

27時間

以内

30時間

以内

30時間

を超える

平均職務

従事時間

(時）

総数 807 32 61 108 101 102 82 68 253 27,8

自白 368 29 54 93 65 48 27 17 35 20.0

否認 439 3 7 15 36 54 55 51 218 34．2
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図表10 職務従事時間別の判決人員の分布（罪名別）

(注）実人員である

ll

判決

人員

職 務 従 事 時 間

12時間

以内

15時間

以内

18時間

以内

21時間

以内

24時間

以内

27時間

以内

30時間

以内

30時間

を超える

平均職務
従事時間

(時）

総数 807 32 61 108 101 102 82 68 253 27.8

殺人 196 4 12 18 24 21 19 19 79 29.5

強盗致傷 141 2 15 20 18 26 14 10 36 26．3

現住建造物等放火 80 9 7 16 12 9 8 56 14 22.3

傷害致死 80 2 5 6 12 5 8 8 34 31．7

覚醒剤取締法違反 74 3 3 10 8 10 14 10 16 26.4

(準)強制わいせつ致死傷 67 9 13 17 7 ･9 8 3 1 18．0

(準)強制性交等致死傷 44 2 8 5 6 5 4 14 25.9

麻薬特例法違反 28 1 3 7 4 2 2 9 32.0

危険運転致死 22 －

4 5 3 4 6 30.4

強盗致死(強盗殺人） 15 ー 2 1 2 1 9 43‘0

強盗･強制性交等 14 1 2 2 4 5 ､2

拐取者身の代金取得等 11 ー ー 11 47．7

偽造通貨行使 ７ 2 一 1 4 31．7

保護責任者遺棄致死 6
一 3 3 33.0

銃刀法違反 5 I 1 ー 3 45.0

逮捕監禁致死傷 4 1 2
。
Ⅱ
凸
＆
■

32.9

傷害 3 I 一 ー 2 26．6

(準)強制性交等 2 2 36.8

強盗 2 1 I
一 20.2

通貨偽造 1 1 10．7

自殺関与及び同意殺人 1
一 ー 1 38．1

逮捕監禁 I 1 44.(）

身の代金拐取 1
一 1 37．1

窃盗 1 1 25.8

大麻取締法違反 1
ー 1 32.8



第2裁判員等の選任に関する実施状況について

第2 裁判員等の選任に関する実施状況について

1 本項の概要

(1)裁判員が選ばれるまでの手続の流れ

ア名簿記載通知・調査票送付段階 、

各地方裁判所は、毎年秋頃、市町村の選挙管理委員会が選挙人名簿登録者の中から

くじで選んで作成した名簿に基づいて､翌年1年間の裁判員候補者名簿を作成する(法

23条1項） 。 この名簿に記載された裁判員候補者には、毎年1 1月頃にその旨を通

知する 「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」 と題する書面（名簿記載通知）が送

付される （法25条） 。

このとき、あわせて調査票を送付し、 1年間を通じた辞退希望礁'の有無、裁判員とな

ることに特に支障のある特定の月（参加困難月寧2）の有無、裁判員になることができな

い職業についているかどうか（就職禁止事由*3）などを尋ねる（規15条） 。

令和4年に作成された裁判員候補者名簿（令和5年用）の登録人数及び調査票の回

答状況は、図表1 1及び図表12のとおりである。

イ 「裁判員等選任手続期日のお知らせ」 ・質問票送付段階

翌年、各地方裁判所は、裁判員候補者名簿の中から、各裁判員裁判対象事件につい

て受訴裁判所が定めた員数の裁判員候補者をくじで選ぶ（選定） 。 これを受けて、受

訴裁判所は､調査票の回答により辞退等が認められる裁判員候補者を除外した上で(呼

び出さない措置） 、残った裁判員候補者に対して裁判員を選ぶ手続を行う日 （選任手

続期日）に裁判所に来ていただくための「裁判員等選任手続期日のお知らせ」 と題す

る書面を送付する（法26条、 27条） 。

このとき、あわせて、質問票を送付し、裁判員になることができない事由（欠格事

由*4、就職禁止事由等）の有無や、具体的な裁判の日程を前提とした辞退申立ての有

*l 調査票により 1年間を通じて辞退を希望することができる事由（定型的辞退事由）は、 70歳以上である

場合、学生又は生徒である場合、過去5年以内に裁判員・検察審査員等の職にあった場合、重い疾病又は傷
害により年間を通じて裁判所に出頭することが困難な場合である （法16条1号、 3号ないし5号、 7号、

8号イ） 。

＊2調査票により参加困難月 （上限2か月）を申し出ることのできる事情（辞退事由）は、仕事上の事情、重

要な用事・予定、出産予定、重い疾病又は傷害、介護、育児等である（法16条8号イないしホ、辞退政令

1号ないし3号、 6号） 。

'*3就職禁止事由に該当する職業としては、国会議員や国務大臣、法曹関係者、 自治体の長、自衛官などが挙

げられる （法15条） 。

＊4 欠格事由に該当する者としては、禁鋼以上の刑に処せられた者、心身の故障のため裁判員の職務の遂行に

12
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無及びその事情などを尋ねる（法30条） 。質問票の記載から、裁判員になることが

できないことが明らかな裁判員候補者や辞退が認められた裁判員候補者については、

その呼出しを取り消し（呼出取消し） 、裁判所に来ていただく必要はない旨を通知す

る（法27条5項・ 6項） ＊5．

質問票送付段階における裁判員候補者の選定、呼び出さない措置、 「裁判員等選任

手続期日のお知らせ」の送付、呼出取消し等に関する状況は、図表13ないし図表1

5のとおりである。

ウ選任手続期日当日

選任手続期日に出席した裁判員候補者に対しては、裁判長から、裁判員になること

ができない事由謙6や辞退申立ての有無について質問する諦7 （法34条1項） 。そして、

質問により辞退等が認められた裁判員候補者及び検察官・弁護人から裁判員になるこ

とができない事由がある旨の理由を付した不選任請求を経てこれらの事由があると判

断された（理由を付した不選任）裁判員候補者を除外し、更に検察官．弁護人から一

定の人数を上限とする理由を示さない不選任請求があった裁判員候補者を除外した上

で（理由を示さない不選任鱸8） 、残った裁判員候補者の中からくじで6人の裁判員聯9及

び事件ごとに決められた数の補充裁判員（上限6人）が選任される （法34条4項．

7項、 36条、 37条） 。

選任手続期日当日における裁判員候補者の出席、辞退、不選任決定、裁判員及び補

著しい支障がある者などが挙げられる（法14条） 。

*5事件によっては、 「裁判員等選任手続期日のお知らせ」の送付に先立って質問票を送付し、辞退申立て等

について尋ねる場合もある（分離発送方式） 。この場合、質問票により辞退等が認められた裁判員候補者に

ついては、 「裁判員等選任手続期日のお知らせ」を送付しない措置（呼び出さない措置）をとることになる。

*6裁判員になることができない事由として、欠格事由や就職禁止事由のほか、不適格事由（被告人や被害者

の関係者、その他当該事件について不公平な裁判をするおそれがある場合。法17条、 18条）についても

確認する。

*7 平成27年12月12日に施行された「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法

律」により、①被害者特定事項の秘匿の決定があった事件では、裁判官等は、裁判員候補者に対し、正当

な理由なく同事項を明らかにしてはならず、②同事項が明らかにされた場合、裁判長は、裁判員候補者に

対し、同事項を公にしてはならない旨告知し、③その告知を受けた同候補者又は当該候補者であった者

は、 これを公にしてはならないこととされた（法33条の2） 。

*8検察官及び弁護人は、裁判員候補者について、それぞれ4人（補充裁判員を置くときは、その人数に応じ

て5人ないし7人）を限度として、理由を示さずに不選任請求をすることができる。この請求があったとき

は、裁判所は、当該裁判員候補者について不選任の決定をする （法36条） 。

*9 ただし、公訴事実に争いがなく、事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められる場合には、裁判所

は、裁判官1人及び裁判員4人からなる合議体で裁判を行う旨の決定をすることができる （法2条3項） 。

この場合には、選任される裁判員は4人となる。

13
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充裁判員の選任に関する状況は、図表16ないし図表21のとおりである。また、選

定から選任手続期日への出席までの裁判員候補者数の推移は、図表24のとおりであ

る。

なお、選任手続の流れをフローチャートで示すと、以下のとおりである。エ

ｉ
ｆ

、
１
１
－
‐
‐
Ｉ
‐

‐ノ

裁判員候補者名簿の作成
（前年の秋頃）

選挙人名簿登録者の中から､翌年の
裁判員候補者となる人を毎年くじで選
び地方裁判所ごとに名簿を作成

1 ‘圃簔祠!【砿．名簿記載通知･調査票の送付
(前年の11月頃）

就職禁止事由該当者

調査票により､裁判員に
なることができない人や
1年を通じて辞退が認め
られる人は､裁半|断に呼
ばない。

事件ごとに名簿の中
くじで選定

から 【図表18】

呼び出さない措置

選任手続期日のお知らせ・

の送付(原則､選任手続期日の6週

1

司咽…郡M賑“
＝＞不選任決定（辞退･くじなど）

｡鯛…“

I ゞ鈴”
よ土

I裁判員補充裁￥

選任手続期

裁判員･補充裁判

日

1

員選任

選任手続全般を通じた辞退判断の状況等につき【図表24】～【図表28】
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(2)本項における集計の在り方

上記(1)のとおり、選任手続においては、調査票送付段階、質問票送付段階及び選任手

続期日当日の3段階においてそれぞれ裁判員候補者に辞退希望を確認することとされて

いる。 これは、手続のなるべく早い段階で辞退希望を確認し、辞退が認められる裁判員

候補者を除外することにより、その負担を軽減しようという観点から制度設計を行った

ことによる。

そこで、以下、上記の3段階に分けた集計等を基本に据えて、裁判員等の選任に関す

る実施状況を概観した。なお、一般に、裁判への参加が見込まれる日数が長くなるほど、

参加が困難となる裁判員候補者の割合（辞退割合）が増加し、その分裁判員候補者の選

定数を多めに設定する必要が高くなるといえるので、質問票送付段階及び選任手続期日

当日については、実審理予定日数とのクロス集計も活用して集計した。

併せて、中でも一般に関心が特に高いと思われる辞退判断の状況については、 より詳

細な情報を図表25ないし図表28で示した。
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2 名簿記載通知・調査票送付段階（裁判員候補者名簿の登録人数及び地方裁判所における

調査の結果（調査票の回答状況等） ）

令和5年用の裁判員候補者名簿に登録された人員は、合計21万3700人（選挙人名簿登

録者全体の約0．20％であり、選挙人名簿登録者約492人に1人の割合）である。

調査票の回答が返送された人員は、 7万0282人であり*'0、このうち調査票で就職禁止事

由に該当すると回答し、又は、裁判員法に定める辞退事由のうち定型的辞退事由（年間を

通じて定型的に辞退が認められることが明らかな事由）により辞退を申し出た人員を庁別

にみると、図表1 1のとおりである。まだ、月の大半にわたって裁判員になることが特に

困難な特定の月があると申出のあった月別の延べ人員は、図表12のとおりである。

なお、同名簿に登録された人員中、裁判員法14条各号の欠格事由に該当し、又は、死

亡により同名簿から消除された人員は、 1,746人である。

*10調査票は、該当する事由がある場合のみ返送をお願いしており、必ず返送しなければならないものでは

ない。
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図表1 1 裁判員候補者名簿登録人数、調査票回答者数、

定型的辞退事由申出者数（庁別）

就職禁止事由申出者数、

(注) 1 実人貝であり、概数である。

2 「就職禁止ﾘ山申出音･数j とは、綱査票において、就職禁11ニリIillに該当すると回稗した者の数をいう。

17

庁 瑞

裁判貝候

補者端繍

雛録人数

綱盃票

回群者数

就職禁止

邪曲申出

者数

定型的

辞退邪曲

申出者数

合計

全国計 213，700 70，282 1 ,160 52，348

裁判貝候補者名簿笠

録人数に占める割合

(％）

100．0 32‘9 0‘5 24．5

東京地裁本庁 19，200 5，589 125 3，563

東京地裁立川支部 4，000 1 ，321 32 944

横浜地裁本庁 1()，”() 3，329 60 2，346

横浜地裁小田城支部 1，600 537 8 410

さいたま地裁本庁 8，600 2，827 51 2，099

千葉地裁本庁 21，800 7,246 1 16 5，373

水戸地裁本庁． 6，500 2，104 26 1,624

宇都宮地裁本庁 2，800 890 13 693

前柵地裁本庁 3，300 1 ，109 9 865

静岡地裁本庁 1，300 466 9 335

紳岡地裁沼津支部 1．800 611 10 481

僻岡地裁浜松支部 1，700 595 7 426

甲府地裁本庁 2．300 753 10 598

長野地裁本庁 1．300 477 6 374

長野地裁松本支部 1．400 523 3 396

新潟地裁本庁 2，300 850 7 653

大阪地裁本庁 17，5()0 ‘ 5，534 65 4，127

大阪地蛾堺支部 4，200 1，387 22 1，062

京都地裁本庁 6，600 2，375 41 1，827

神戸地裁本庁 5， 1()0 1 ，791 31 1，305

神戸地裁姫路支部 2，300 696 15 477

奈良地裁本庁 1，800 658 12 488

大津地裁本庁 3，200 1 ,059 17 810

和歌11 1地裁本庁 1，700 616 5 495

潴占臆地裁本庁 8， 100 2，ROB 33 2，055

糸古屋地裁岡崎支部 1，400 479 2 342

沖地裁本庁 3，900 1 ，417 26 1,112

岐阜地裁本庁 4． 100 1 ，496 18 1，164

稲井地裁本庁 900 292 4 234

金沢地紋本庁 1，300 452 13 346

岱111地裁本庁 1，900 647 4 495

庁 名

裁判員候

補者名簿

離録人数

調在票

回答者数

就職禁止

覗由申出

者数

定型的

辞退1F由

申出者数

合計

広島地裁本庁 3，800 1，318 18 1,045

山口地裁本庁 2,000 733 8 585

岡山地裁本庁 2，800 899 12 692

鳥取地裁本庁 800 262 9 195

松江地裁本庁 ”0 307
Ｆ
ｎ
Ｊ 247

縞岡地裁本ﾉi: 9．100 2，886 49 2，154

綿岡地裁小倉支部 2,600 878 15 717

佐賀地裁本庁 800 244 4 189

災崎地裁本庁 1 ，400 486 16 371

大分地裁本庁 1,200 465 7 361

熊本地裁本庁 1,700 528 8 408

鹿児島地裁本庁 2，900 1，018 15 810

宮崎地裁本庁 1，000 305 4 247

那願地裁本庁 4，000 925 29 656

仙台地裁本庁 3．000 938 25 687

福助地城本庁 1，000 359 10 273

編島地裁郡山文部 ,400 437 2 335

山形地裁本庁 200 396 7 321

盛岡地裁本庁 000 340 5 246

秋田地裁本庁 600 551 10 407

背森地裁本庁 1 ，700 578 18 430

札幌地裁本庁 4,100 1，331 30 997

函館地裁本庁 1 ．200 420 7 318

旭川地哉本吋： 1 ．400 478 8 370

釧路地裁本庁 1.200 361 10 259

商松地裁本月： ’ 1，300 461 10 361

徳島地裁本庁 2．200 717 9 558

商知地裁本庁 1 ，200 372 4 312

松'11地裁本庁 1，100 355 6 278



第2裁判員等の選任に関する実施状況について

図表12 月別の参加困難月申出者数

うち5月

参加

困難者

うち6月

参加

困難者

うち1月

参加
困難者

うち2月
参加

困難者

うち3月

参加

困難者

うち4月

参加
困難者

参加困難月
申出者合計

(23）

4,835

(0.9）

1,904

(0.5）

1,098

(1.2）

2,553

(1.7）

3,637

(1.7）

3,680

(12.9）

27,546

うち10月

参加

困難者

うち11月

参加
困難者

うち12月

参加
困難者

うち7月

参加

困難者

うち8月

参加
困難者

うち9月

参加
悶難者

I

(0.6)

1,177

(0.5）

1,147

(05）

984

(1.3)

2,783

(0.7）

1,408

(11)

2,340

(注） 1 概数である。

2 「裁判員候補者名簿登録人数」及び「調査票回答者数」は実人員であり、その余は延べ人員

である。

3 （ ）は裁判員候補者名簿登録人数全体に占める割合（％）である。

(人）

8,000
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裁判員候補者
名簿登録人数

(100.0）

213,700

調査票

回答者数

(32.9）

70,282



第2裁判員等の選任に関する実施状況について

3 「裁判員等選任手続期日のお知らせ」 ・質問票送付段階

（1）裁判員候補者の選定

各裁判員裁判対象事件において選定された裁判員候補者の総数は9万2207人であり、

これを自白・否認別、実審理予定日数別にみると、図表13のとおりである。

また、平成26年から令和5年までの平均実審理予定日数のデータを参考添付した。

図表13． 実審理予定日数別の選定された裁判員候補者数（自白否認別）

実 審 理 予 定 日 数

4日 ’ 5日 ’ 6日 ’ 7日 ’ 8日 ’ 9日4日 i 5日 6日 8日 9日

選定された

裁判員
候補者数

判決
人員 11日

以上

2日

以内

2日

以内
3日 10日

I I l I I I I I 1 1

I I Ip B U P 5 H 1

[129.3]

5．300

[163. 1]

19，567

[91,4］

1．920

[94.7］

8,620

[96.8］

14,231

[100.2］

12．825

[106.4]

13，938

[1101]

7，156

[137.3]

8，650

[11.1.3]

92,207

総数 807

1 1 ！ I

[104.8]

4,925

[112.9］

L355

[149.6]

1,795

[125.0］

375

[150.9]

1,660

[92.0］

1,840

[94‘8］

7,870

[97()］

11,546

[103.4]

6，310

[102.4]

37.676

自白 368

U F

旧7.2］

6,515

[1073]

9，013

[1095]

5，801

[134.4]

6p855

[129.6]

4,925

[164.3]
ロ

17907

[80.0］

80

[93‘8］

750

[959］

2,685

印
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延べ人員（判決人員は実人貝）である。

［ ］は避定された滋判員候補老数の平均である。

逓定された我判員候補者数の平均は、 避定された栽判員候補者数（延べ人員）
判決人員（実人員）

１
２
３
４

Ｊ注ぐ

により算出した。

避任手続期日が取り消されたものを除く。

(参考）平均実審理予定日数の推移
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第2裁判員等の選任に関する実施状況について

(2)辞退許可の状況

各裁判員裁判対象事件で選定された裁判員候補者のうち､調査票の回答等により辞退や

欠格事由等を認めて選任手続期日前に呼び出さない措置がされた人員､呼出状を送付した

人員及び呼出状送付後に事前質問票の回答等により辞退を認めて呼出取消しがされた人員

等を実審理予定日数別、庁別にみると、図表14及び図表15のとおりである。

図表14選定された裁判員候補者数及びうち選任手続期日前に辞退が認められた

裁判員候補者数（実審理予定日数別）

１
２
３

ｊ注ぐ 延べ人員である。

（ ）は選定された裁判員候補者に対する割合（％）である。

選任手続期日が取り消されたものを除く。
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図表15選定された裁判員候補者数及びうち選任手続期日前に辞退が認められた

裁判員候補者数（庁別）

(注) l延べ人員である二
■

2選任手続期11が取ﾚ)消されたものを除く‘
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第2裁判員等の選任に関する実施状況について

4 選任手続期日当日

(1)出席状況

選定された裁判員候補者のうち、選任手続期日に出席した裁判員候補者の総数は2万

1637人で、出席率は68.6%である。これを実審理予定日数別にみると、図表16のとお

りである。

図表16 出席した裁判員候補者数及び出席率（実審理予定日数別）

(注） 1 判決人貝は実人口である．

2 紋判11候柿哲数は延べ人凰である。

3 「lⅡ鮒率」 とは、選if手続期ilに川脇を求められた人（呼出状を送1，Iした蚊判員峡袖‘H．のうt,、呼出取椚しがされなかった人）のうt,、呪に選任手続期日に出鮎’

たﾉ､の削介をいう。なお、 『逝任手続期11に出胤を求められた人jには、呼川状が利逸していない数判貝候補荷も背まjlる．

4 ｛ 】は判決ﾉ､貝1人型iたりの平均である，
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第2裁判員等の選任に関する実施状況について

(2)辞退申立て、許否に関する状況

選任手続期日に辞退を申し立てた裁判員候補者の総数は2，945人で、同期日に出席し

た裁判員候補者2万1637人に占める割合は13.6%である。また、辞退が認められた総

数は2，849人である。辞退が認められた事由の内訳を含めた延べ人員を実審理予定日数

別にみると、図表1 7のとおりである。辞退許可事由別の割合を示した図表25添付の

グラフを併せて参照されたい。

図表17 選任手続期日に辞退を申し立てた裁判員候補者数、辞退が認められた

裁判員候補者数及びその内訳（実審理予定日数別）

延ぺ人興である，

《 》は扉退を申し立てた叔判且候補考数に対す-ろ削合(9f,)である。

（ ）は辞退が艶められた敗判1"i恢糊荷数に対する削合（％）であるハ
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第2裁判員等の選任に関する実施状況について

(3)不選任に関する状況

選任手続期日において、不選任決定がされた裁判員候補者の総数とその事由別内訳を

実審理予定日数別にみると、図表18のとおりであり、次頁の円グラフは、選任・不選

任（事由別）の割合をグラフ化したものである。

図表18 選任手続期日において不選任決定がされた裁判員候補者数及びその内訳

（実審理予定日数別）

(注） 1 判決人員は実人員である．

2 放判員候補者数は延べ人負である。

3 ［ ］は判決人貝l人当たりの平均である．

4 理由なし下遊任がされた織判風候補者数は、主観的併合があった場合には、各々の被告人について、同一:の選任手続期fIにされた検察宵

及びすべての弁護人の諭求に茶づく不選任決定の合計数を計上している 〈この点は、理由あり不選任決定についても同樺である‘ ） ．

5 「鷺間なし不適任j とは、 (1)あらかじめくじで数判瓜等に避征さｵlるべき噸序を定めた上で、その順序に従って衝間手続を行い、必要な

裁判貝候補者散に満ちたときに質問を打ち切る、いわゆる抹消方式及び(2)選任手続期日のはじめに質問を受けるべき戯判側候補者を決める

ためのくじを行う方式により、質問を受けることなく、法37条3項の不選任決定がされたものをいう。
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第2裁判員等の選任に関する実施状況について

理由あり
不選任
0善0％

(注） 「選任」の割合は、選任された裁判員及び補充裁判員の延べ人員を出

席者総数で除す方法により算出しているため、図表19の(4)及び(5)

（実人員）からは算出できない。

(4)選任の状況

庁ごとの選挙人名簿登録から裁判員等に選任されるまでの各過程における人数と、 裁

判員候補者名簿に登録された人が裁判員等に選任される割合をみると、図表19のとお

りである。

また、選任された裁判員等に対するアンケートをもとに、裁判員等の性別や職業等を

みると、図表20のとおりである。

選任された補充裁判員の人数を実審理予定日数別にみると､図表21のとおりである。
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第2裁判員等の選任に関する実施状況について

図表19選任された裁判員及び補充裁判員の総数等（庁別）

26

判決

人員

選挙人名簿

登録者数

(1)

裁判員候補者

名簿登録人数

(2)

選定された裁判

員候補者の数

(3)

選任された

裁判員の数

(4)

選任された補

充裁判員の数

(5)

選任率

(4)＋(5)

（2）

（％）

総数 807 105,210,840 213,700 92,207 4,714 1,610 3.0

東京地裁本庁 91 7,920,423 19,200 8,795 514 ・ 176 3.6

東京地裁立川支部 20 3,558,565 4,000 2,075 110 38 3.7

横浜地裁本庁 35 6,710,318 10,200 3,450 213 73 2.8

横浜地裁小田原支部 5 996,833 1,600 488 31 10 2.6

さいたま地裁本庁 39 6,158,249 8,600 4,140 239 79 3.7

千葉地裁本庁 85 5,272,959 21,800 8,375 514 173 3.2

水戸地裁本庁 23 2,415,187 6,500 3,225 135 51 2.9

宇都宮地裁本庁 16 1,624,418 2,800 1,860 84 26 3.9

前橋地裁本庁 9 1,612,702 3,300 1,150 54 21 2.3

静岡地裁本庁 4 971,518 1,300 350 27 10 2.8

静岡地裁沼津支部 9 1,004,033 1,800 865 56 18 4.1

静岡地裁浜松支部 3 1,066,890 1,700 270 18 6 1.4

甲府地裁本庁 2 686,163 2,300 320 12 4 0.7

長野地裁本庁 7 859,884 1,300 613 36 12 3.7

長野地裁松本支部 2 8“,888 1,400 275 12 5 1.2

新潟地裁本庁 8 1,868,432 2,300 910 51 16 2.9

大阪地裁本庁 70 5,328,891 17,500 7,260 440 145 3.3

大阪地裁堺支部 11 1,987,355 4,200 1,450 72 23 2.3

京都地裁本庁 17 2,096,973 6,600 2,195 102 36 2.1

神戸地裁本庁 20 3,243,399 5,100 2，335 99 38 2.7

神戸地裁姫路支部 10 1,324,318 2,300 955 61 20 3.5

奈良地裁本庁 8 1,131,750 1,800 990 40 13 2.9

大津地裁本庁 11 1,153,985 3,200 1,175 63 23 2.7

和歌山地裁本庁 5 797,981 1,700 630 31 11 2.5

名古屋地裁本庁 31 4,227,400 8,100 3,960 180 68 3.1

名古屋地裁岡崎支部 12 1,897,137 1,400 1,110 56 19 5.4

津地裁本庁 17 1,476,566 ･3,900 2,015 98 32 3‘3

岐阜地裁本庁 6 1,650,236 4,100 770 31 10 1．0

福井地裁本庁 4 636,203 900 811 27 11 4.2

金沢地裁本庁 4 943,904 1,300 750 19 7 2.0

富山地裁本庁 6 877,172 1,900 1,075 39 14 2.8

広島地裁本庁 17 2,316,553 3，800 1,755 104 35 3.7

山口地裁本庁 9 1,135,582 2,000 1,060 54 19 3.7

岡山地裁本庁 18 1,565,008 .2,800 2,240 105 36 5.0

鳥取地裁本庁 1 463,627 800 190 7 2 1.1

松江地裁本庁 7 557,558 900 970 43 14 6.3



第2裁判員等の選任に関する実施状況について

(図表19つづき）

(注） 1 延べ人員（判決人員は実人員）である。

2 「選任された裁判員の数」及び「選任された補充裁判員の数」は、実人員であり、概数である。

3 補充裁判員から裁判員に選任された場合は、重複して計上した。

4 「選挙人名簿登録者数」は名簿作成時に各地方裁判所からの照会に応じて市町村選挙管理委員会が

回答した選挙人名簿に登録された者の総数である。

5 1裁判員候補者名簿登録人数」は、実人員であり、概数である。
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判決

人員

選挙人名簿

登録者数

(1)

裁判員候補者

名簿登録人数

(2)

選定された裁判

員候補者の数

(3)

選任された

裁判員の数

(4)

選任された補

充裁判員の数

(5)

選任率

(4)＋(5)

（2）

（％）

福岡地裁本庁 31 3,178,533 9,100 3,130 187 ､61 2.7

福岡地裁小倉支部 8 1,052,742 2,600 990 44 14 2.2

佐賀地裁本庁 2 673，850 800 180 13 4 2.1

長崎地裁本庁 4 1,110,684 1,400 580 25 9 2.4

大分地裁本庁 4 952，800 1,200 455 25 8 2.8

熊本地裁本庁
●

9 1,452,645 1,700 1,110 43 14 3.4

鹿児島地裁本庁 7 1,335,869 2,900 830 42 14 1.9

宮崎地裁本庁 5 899,619 1,000 610 31 11 4.2

那覇地裁本庁 6 1,177,305 4,000 610 37 12 1．2

仙台地裁本庁 22 1,923,506 3,000 3,310 113 39 5.1

福島地裁本庁 5 448，396 1,000 930 18 6 2.4

福島地裁郡山支部 7 1,120,047 1,400 1,295 31 11 3.0

山形地裁本庁 3 901,987 1,200 320 12 5 1.4

盛岡地裁本庁 6 1,035,387 1,000 650 32 10 4.2

秋田地裁本庁 1 836，397 1j600 120 6 2 0.5

青森地裁本庁 3 1,074,720 1,700 360 20 6 1.5

札幌地裁本庁 11 2，807，585 4,100 1,060 67 22 2.2

函館地裁本庁 2 364,937 1,200 280 12 4 1．3

旭川地裁本庁 3 557,968 1,400 430 20 6 1.9

釧路地裁本庁 8 739，395 1,200 1,420 44 17 5.1

高松地裁本庁 3 809,719 1,300 290 19 6 1.9

徳島地裁本庁 5 620,537 2，200 930 34 14 2.2

高知地裁本庁 1 595,465 1,200 110 6 2 0．7

松山地裁本庁 9 1,137,687 1,100 1,350 56 19 6.8



第2裁判員等の選任に関する実施状況について

出席した裁判員候補者、選任された裁判員及び選任手続期日に図表20

補充裁判員の属性

裁判員等へのアンケートに対する有効回答に基づく数値であり、実人数である。

「お勤め」には公務員、会社経営者を含む。

(注） 1

2

28

裁判員

候補者
裁判員

補充

裁判員

総 数 13,773 4,525 1,357

性別

男性

女性

不明

7,495

6,205

73

2,390

2,101

34

719

624

14

年代別

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70歳以上

不明

88

1,726

2,266

3,281

3,228

2，575

540

69

26

579

806

1,122

1,080

730

150

32

12

178

240

317

316

238

41

15

職業別

お勤め

自営･自由業 ．

パート･アルバイト

専業主婦･専業主夫

学生

無職

その他

不明

8,148

862

2,259

932

242

1,046

160

124

2,833

263

698

299

84

249

49

50

844

74

209

88

26

76

21

19



第2裁判員等の選任に関する実施状況について

性別

’画男性 ロ女性 ロ不明

１１｜ ’

裁判員

候補者

(13773人）

口0.5％544％ 451％

､ ｜ 、 ’ ｜ ’

｜ ““
’ ｜ ’ ｜

’ ““

464％

46.0％

裁判員

(4,525人）
■| 08%52.8％

｜ ’ ｜ ’
補充

裁判員

(1,357人）

■1 1 0%“､0％

1 1 １１

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

年代別 口10代口20代図30代ロ40代口50代ロ60代ロ70歳以上図不明

’ 1 1 ’

％
兇
％
冊
％
％
％
％
％

６
９
５
６
３
７
９
０
１

０
３
０
０
３
０
０
３
１

口
□
□
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

裁判員

候補者

(13,773人） | ‘2息脇11"" | "" | "" | "" | |
｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ｜ ’ ｜ ｜

| ‘"､ ｜ ”“ ｜ ”” ｜ ”“ “職｜’
． ’ ｜ ’ ｜ ’ ｜、 ｜

ll ''"|"" | ""1 ""1 i

’ 23.4％ 187％1-2.5％1-2.5％ 165冊 23.8％

｜

’

16.19V12.8％ 24.8％ 23‘9％178％

I

同

23.3％177り‘！ 23.4％13．1％

詞

17.識

裁判員

(4,525人）

補充

裁判員

(1,357人）

』

１１！

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

職業別
園パート･アルバイト ロ専業主婦･専業主夫

■その他 口不明

ﾛ自営･自由業

ﾛ無職

口お勤め

口学生

’ 1 ’１１１１

％
％
％
％
恥
％
兜
％
兇

８
２
９
９
１
１
９
５
４

１
１
０
１
１
１
１
１
１

口
■
口
□
■
口
ロ
ロ
ロ

裁判員

候補者

(13,773人）
Ⅱ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ‘‘“ |雨ⅡIⅧI

fB.l"I|"|

FIMlR払

16.蝋

154％

IR41Ⅳ

59.2％

Ir－－T | ,| 1■■■■

国
岡

5.8％
裁判員

(4,525人）
62.696

’ ．’ ｜ ’ ’
補充

裁判員

(1,357人）

ー ーー － ー 一一－－－－－－

62．2％

「一~－－－丁 丁

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

、
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第2裁判員等の選任に関する実施状況について

図表21 選任された補充裁判員数別の判決人員の分布及び選任された補充裁判員数の

平均（実審理予定日数別）

(注） 選任された補充裁判員数の平均は、

選任された補充裁判員数（延べ人員）
により算出した。

判決人員（実人員）

30

判 決 人 員

総数

選任 さ れた 補 充 裁判 員数

0人 1人 2人 3人 4人 5人
6人

以上

選任された

補充裁判員

数の平均

総数 807 1 704 89 13 一 ー 2.1

実
審
理
予
定
日
数

2日以内

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日以上

ー

21

91

147

128

131

65

63

41

120

ー

ー

一

ー

ー

ー

ー

一

一

ー

ー

1

ー

一

ー

ー

一

一

21

91

144

124

127

61

54

34

48

一

2

3

4

4

9

7

60

ー

ー

ー

ー

1

一

■■■

ー

12

一

ー

ー

ー

ー

ー

ー

一

ー

ー

一

ー

■■■

q■■■

－

ー

2．0

2.0

2．0

2．0

2.0

2.1

2.1

2.2

2.7



第2裁判員等の選任に関する実施状況について

(5)解任の状況

解任された裁判員等の解任理由別の延べ人員を公判等の全開廷回数別にみると （裁判

員等が解任された時点の公判の回数ではない。 ） 、図表22のとおりである。

図表22 解任理由別の裁判員及び補充裁判員の解任数（開廷回数別）

延べ人員（判決人員は実人員）である。

開廷回数には、裁判員裁判対象事件が併合される前の、裁判官のみで行われたものを含む。

（ ）内は判決人員1人当たりの平均である。

(注） 1

2

3

31

総数
剛

2回以内

礎

3回

Ｅ
一 I

4回

］ ＃

5回

攻

6回以上

判決人員 ． 807 2 114 262 180 249

裁
判
員

総数

宣誓拒否､出頭義務違反､欠格事由等、
准行妨害

その他の義務違反､不公平な裁判のおそ
れ‐虎偽認識篝

辞任申立て

(0.23)

187

6

181

ー

ー

一

一

(0.13)

15

ー

■■■

15

(0.19)

51

4

ー

47

(0.16)

28

ー

一

28

(0.37）

93

2

ー

91

補
充
裁
判
員

総数

宣誓拒否､出頭義務違反､欠格事由等、

進行妨害

その他の義務違反､不公平な裁判のおそ
れ虚偽記識等

辞任申立て

必要がないと認めたもの(法45条）

(0.14)

109

2

ー

79

(0.03)

28

■■■

一

ー

(0.08）

9

ー

ー

6

(0.03）

3

(0.14)

37

1■■■B

22

(0.06）

15

(0.13)

24

1

ー

20

(0.02）

3

(0.16)

39

1

ー

31

(0.03）

7



第2裁判員等の選任に関する実施状況について

(6)その他

選任手続期日に要した時間の分布別に出席した裁判員候補者数の分布状況をみると、

図表23の．とおりである。選任手続期日に要した時間の平均は、 87．7分であり、出席し

た裁判員候補者の平均は、 26．8人である。

図表23 出席した裁判員候補者数別の判決人員の分布及び出席した裁判員

候補者総数（選任手続期日に要した時間別）

判 決 員人
出席した

裁判員

候補者
総数

出席した裁判員候補者数

総数
30人

以内

35人

以内

40人

以内

45人

以内

50人

以内

50人を

超える

’総 数 807 625 128 27 l7 4 6 21,637

90分以内 521

－

220

439 68 ll 3 13,256
－

6,434
要逃

し任
た手

時統

間期

日

に

I

120分以内 47 13 3 3141 13

150分以内 48 34 10 1 ,3383 1

180分以内 17

一

1

ll 3 I 2 548

－

61180分を超える I
I I l l l Ⅱ

(注）延べ人員（判決人員は実人員）である。

選任手続期日に要した時間別の判決人員

32



第2裁判員等の選任に関する実施状況について

5 辞退申立て、許否に関する状況（選任手続全般を通じて）

各裁判員裁判対象事件で選定された裁判員候補者が選任手続期日に出席するまでの総数

の推移をみると、図表24のとおりである。

図表24選定から選任手続期日出席までの裁判員候補者数の推移

一
一
一

&一

(注） 1 延べ人員である。

2 「呼び出さない措匝がされた裁判員候補者の数」及び「呼出取消しがされた裁判員候補者の数」には、

辞退が認められた人のほか、 (1)欠格事由、就職禁止事由に該当するとして、呼び出さない措圃又は呼

出取消しがされたものが含まれ、 さらに前者には、 (2)転居先不明等により裁判員候補者名簿記戦通知・

等が不到達であったものが含まれる。

3 「裁判員候補者の出席率」 とは、選任手続期日に出席を求められた人（呼出状を送付した裁判員候補

者のうち、呼出取消しがされなかった人）のうち、現に選任手続期日に出席した人の割合をいう。

なお、 「選任手続期日に出席を求められた人」には、そもそも呼出状が到達しておらず、現実的には

出席を期待し得ない裁判員候補者も含まれることに留意を要する。

4 ［ ］は、総数を判決人員（実人員807人）で除した平均値である。

33

総数

選定された裁判員候補者の総数
92,207

[114.3]

呼出状を送付した裁判員候補者

の数(c)

65,053

[80.6］

選任手続期日に出席した裁判員

候補者の数(e) -

21,637

[26.8］

裁判員候補者の出席率(％） ．

(e/(c-d)) 注3
68.6

総数

呼び出さない措置がされた裁判員

候補者の数 注2

27,154

[33.6］

呼出取消しがされた裁判員候補者

の数(d) 注2

33,525

[41.5]



第2裁判員等の選任に関する実施状況について

選任手続期日の前と当日別に裁判員候補者の辞退を許可した人員と辞退事由の内訳をみ

ると、図表25のとおりである。なお、次頁の円グラフは、選任手続期日の前と当日別の

辞退許可人員を辞退事由の割合に応じてグラフ化したものである。また、 月の大半にわた

って裁判員になることが困難な特定の月があるとの申出は、その困難な事由に応じ、表中

の辞退事由欄にそれぞれ計上した。

図表25 辞退が認められた裁判員候補者数及びその辞退事由別の内訳（選任手続

期日の前と当日別）

(注） 1

2

3

延べ人員（判決人員は実人員）である。

（ ）は辞退が認められた裁判員候補者の数に対する割合（％）である。

＜ ＞は辞退が認められた裁判員候補者の総数に対する割合（％）である。
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総数

選任手続期日前

辞退申出によって

呼び出さない

措催がされた

級判貝候補膏

辞退I1I出によって

呼出取洲Lが

された哉判tl

候補間

選任手続

期日当日

判決人員 807

選定された裁判員候補者の数 92,207

辞退が認められた裁判員候補者の数

裁判員法16条1号～7号の辞退(70歳以上､学生等）

疾病傷害(法16条8号イ）

介護養育(法16条8号ロ）

事業における重要用務(法16条8号ハ）

社会生活上の重要用務(法16条8号二）

重大な災害に伴う生活再建(法】6条8号ホ）

(100.0)

61,706

<100．0＞

(40.0)

24，702

(11.0)

6，807

(7.2）

・ 4，442

(27.6）

17,039

(1.2)

721

(0.0）

2

(0.6）

370

(1.4)

886

(0.7）

435

(0.1)

65

(2.1)

1,267

(8.1)

4，970

(100.0)

26,490

<42．9＞

(73.0）

19,341

(15.5）

4,101

(2.3）

601

（5.9）

1,569

(0.3)

80

ー

(0.1)

33

(0.3）

79

(0.1)

26

(0.0)

10

(0.6）

165

(1.8)

485

(100.0)

32，367

<52．5＞

(】6.4）

5,300

(8.0）

2，593

(11.2)

3，635

(43.8）

14,161

(1.6)

534

(0.0）

2

(1.0)

322

(2.4）

764

(1 .1)

349

(0.2）

52

(3.4）

1,089

(11.0)

3，566

(100.0)

2,849

<4．6＞

(2.1)

61

(4.0)

113

(7.2）

206

(45.9）

1,309

(3.8）

107

ー

(0.5）

15

(1.5)

43

(2.1)

60

(0.1)

3

(0.5）

13

(32.3）

919



第2裁判員等の選任に関する実施状況について

〔総数〕

辞

そ

4().0％

事業における重要用務
27.6％

〔選任手続期日当日〕
〔選任手続期日前〕

その他精神上又は

経済上の不利益
疾病傷害
4.0％ 要用務

介護養育
7,2％

その他精神上又は経済上

の不利益
32.3％

実審理予定日数別の辞退が認められた裁判員候補者の割合を庁別及び辞退事由別にみる

と、図表26及び図表27のとおりである。また、事件が終局した月別*''に辞退が認めら

れた裁判員候補者の割合は、図表28のとおりである。

､

*l1 事件が終局した日 （判決宣告日）を基準として、その属する月別に集計したものである。裁判員等選任

の日や辞退を認めた日の属する月ではないことに留意されたい。
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第2裁判員等の選任に関する実施状況について

実審理予定日数別の辞退が認められた裁判員候補者の割合（％） （庁別）図表26

36

辞退が認められた城判幽

候補打の削介〈総数）

火 審 理 予 定 日 数

2日

以内
311 41 1 5H 6日 7H RI 1 9日 10日

1 1 1 1

以上

総数 66．9 59．9 63．0 64．0 65‘ 1 66，4 67．8 69．6 68．9 71 ．0

束)i〔地紋本I 60．6 一 57．7 52．7 55．8 59．9 58．2 64．7 65．9 63．7 63．0

東ル 地裁立I |支部 64．6 ー 57．6 64．8 60．0 60．5 67．9 61 ‘7 70，9

横ガ 地裁本I 66．4 61 ．7 66．5 66． 1 67．7 66．0 65．3 72． 1

横浜地城小田原支部 71 ．7
ー 一 65．6 66．3 75．0 ー ー 71 .8

さいたま地放本庁 66． 1 45．7 61 ‘3 64．8 64．2 69．4 69．0 70．3 73. .1

千集地城本庁 63．4 ー 53．3 63．0 59，4 62．8 64．4 61 ．5 62．9 61 ． 1 69． 1

水ノィ地城本庁 68．0 一 67． 1 6‘1.6 68．1 一 65．8 70．2 70．8

宇梛宮地鮫本庁 70．9
一 6‘1.1 69．8 69‘2 73‘3

前橘地紋本庁 69．7 66．8 72．5 69．8
一 70．6

ﾙｳ|鮒l地城本庁 67， 1 57． 1 一 60-0 ー 67.1 79．1

"IM1地蚊沼抑文部 66．4
一 ー 65．6 68．6 72.0 63．5

"IMI地蚊浜松文部′ 66，3 61 ． 1 72．2 65．6

甲府地放本庁 71‘3
ー 71．3 － ー ー

長野地城本庁 72，8 ー 71．3 74．3 72．9 72．5

股野地蚊松本文部 66．5 63．3
ー 68． 1

新潟地城本庁 73．0 70．0 71 ．6 70．0 75．2 75．6 一 ←

大阪地戯本庁 63．6 59，0 60．5 6(),4 63．3 65．4 62．6 63．7 65．8 67． 1

大阪地裁堺支部 68．5 q■■ ー 67‘8 69．3 63．1 ー 70．7

〕i〔梛地城本庁 68．7 67．6 61 ． 1 66‘7 65．5 68‘7 71 ．4 71 ，0 71 ．5

仲ﾉゞj地奴本庁 68．7 一 一 57． 1 60．0 67．0 63．7 64．8 74．3

神ﾉｰ』地織姫路支部 67．4 62．7 一 63.R 7R,0 66．7 71 ．0 69．5 63.R

奈良地城本庁 65．5 63．8 60．3 66．7 67．3 70．0

人沈地扱本庁 69．5 69．8 61 ．2 66．7 73．3 67．5 72‘5 79，0

和歌111地紋本庁 67‘6 68．2 66．7 一 64．0 72，8

瑞古雄地紋本庁 67，5 ー 58．9 62．6 62．5 67．6 6R,8 6R’7 68．7 69．6

瑞古雌地裁岡崎支部 63．2 60．0 50．7 60．9 61 ． 1 一 70‘0 68．5

flt地紋本庁 66．8
●

63．9 64．9 67．5 76．5 ｰ

岐l;L地批本庁 70．9
← 67．7 65．9 78．3 75．7

柵ﾊ:地奴本I 74．7 71．2 一 68．6 77，0

金沢地城本I 68. ‘1 ｰ 67．1 一 68．7

南山地奴本I 76．5 ｰ 62．0 79．2 79．1 69．2



第2裁判員等の選任に関する実施状況について

(図表26つづき）

辞退が認められた裁判員候補者数
XlOOにより算出した‘(注）辞退が認められた裁判員候補者の割合は、

選定された裁判員候補者数
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辞退が蝿められた城判員

候補行のillil介(総敬）

尖 群 r’ 定 「1 敬

211

以内
311 41．1 5個 61 1 71 1 811 9「1 1011

1 1日

以}二

広励地織本庁 64．8 ー 61．7 63．5 67．9 60．0 60．7 67．8 71 ．7

山1 1地裁本庁 70．0 69． 1 68． 1 69．3 70．8 77．3

岡111地裁本庁 69．5 65．3 63．2 70．4 63．2 78．8 71 ．8 78．9 70．8

恥取地織本庁 76．3 一 一 一 ｰ 76．3

松江地我本庁 68．7 一 66，7 68．0 63．0 76．3

稲川地裁本庁 64．6 ー 64． 1 62‘3 63，4 64，9 67．5 66．0 66．4

柵岡地裁小倉支部 6R､8 一 60．0 63‘0 66．4 64．6 73．1

佐賀地裁本庁 68．3 67．5 69．0

災崎地裁本庁 ． 69．5 、 68．3 69．2 72．8 ー 66．9

大分地披本庁 72．3 70．6 ー 一 一 75‘9

熊本地鮫本庁 6'1．1 60．0 66．4 63．0 72， 1 62．0

鹿児島地奴本庁 66．9 ー 64．9 65．7 67．5 72．7

1;『崎地裁本庁 63．3 60．0 58．9 69．0 ー 63‘6 ←

那嗣地戦本庁 55．1 0 55．0 ー 56, 1 ｰ 一 一 ー ー

仙台地裁本庁 73．4 ー ｰ 69．0 74．7 66．4 75， 1 66．4 73． 1 75．4 73．9

柵胤地扱本庁 75．9 ー 72．0 71 ．8 77．1

陥烏地哉郁111支部 72．4 58．7 70．0 68．5 72．5 76．9

11l形地裁本庁 74．1 79．2 71．0

嘘岡地裁本庁 69．4 60．0 ー 65．0 75．8 65．5 70．9 ー

秋111地裁本庁 69．2 ー ー ー 一 69．2 ー ー

i¥森地紋本庁 69，7 ー 一 ー 66‘4 71 ．2 一 ー

札幌地裁本庁 63‘5 一 ー 63．8 58‘9 68‘2 一 ー

幽鮒地裁本庁 67．5 68．1 66．7 一

旭川地織本庁 68． 1 67．6 69，3 一

釧路地奴本庁 76.1 ー 71．6 75．9 ｰ 72.R 7R・R

尚松地紋本庁 70，0 63．6 75．0 73．0 一

勉励地紋本庁 76.R 77． 1 77．9 72．5 ー 77.R

IWi知地故本庁 70．0 70．0 一 ー

松11j地紋本庁 70．1 68．2 69．2 70．6 72‘6 70．0
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図表27 実審理予定日数別の辞退が認められた裁判員候補者の割合（％）

（辞退事由別）

(注） 辞辿が認められた織判側候袖者の割合は､－遅』壁塾生里墜聖塑且鮭遡童遂 ×l()0により算出した、
選定された裁判側候補肴數

図表28 終局月別の辞退が認められた裁判員候補者の割合

(注） 1

2

延べ人員である。

（ ）は選定された裁判員候補者の数に対する割合（％）である。
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辞退が鋸め

られた栽判

仙峡補者の

削合(総数）

実 瀞 理 ｿ。 定 ’1 数

内

２
以

3i1 4！！ 5日 611 711 811 911 1011
l l II

以t

総数 66.9 59.9 63，0 64.0 65.1 66．4 67.8 69.6 68.9 71．0

鮫判貝法16条1M･～7号の辞退(70蝦以上､学生郭） 26．8 25.1 26,7 26.6 26．0 26.9 27．6 27．8 26.9 26，8

疾病傷害(鯵16条8号イ）
句 4

j、1 7.9 7． ，1 7.7 7．9 6．5 6.9 7.0 7． ．1 7．8

介護養ff(法16条8$』ロ）

ﾘﾘf業における爪斐川務(法16条Rり･ハ）

4．8

18．5

4．4

14.0

4．．1

15.R

4.6

16．7

5.3

16．5

､1.9

17．8

4.6

19，5

4.5

20.1

5.2

20．2

5．0

21．7

社会生活上の砿嬰用務(法16条8り二） 0．8 0．7 0，7 0.8 0．7 0.9 0．5 0.8 0．7 0．9

1m大な災害に伴う生活再連(法16条8りホ） 0．0 0.0 0.0

妊娠中又は販後8週以内(辞過政令lり） 0.4 0.5 0,6 0.4 0．5 0.5 0．4 0.2 0,2 0．4

法16条”･ロ以外の介護養育(辞退政令2号）
寺G面①U●●再eg凸e■｡？③一七■－今B●ひ■』CG｡bCむら0コ5C■54ﾕ05■早UaUC■■ C■■ U■台C①曲挿○両台F●姉凸■0▼~七一一戸e0q←■●七5 ‐■● ③4 64●04今■や争心争争▲①‐Q斗今0●牛心4 ■●■e4争0=芋O4LC

親族等の脚";人の入院等の付添い(辞退政令3号）

1．0

6■■ ■■ ■ ■■■ U p C r O■丁■■①■■台■で台鯨凸▼e凸T串

0．5

でい■台｡｡■も0■TTけ0●■七Cマサ0一■ロ

0．7

0.2

0.7

0.‘I

1.0

0.3

1.0

0．6

0.9

0．6

0．9

0．4

1．1

0.6

0.9

0．7

1. 1

0.1

出産等への立会い辱(辞退政令19･） 0.1 0．1 0.1 0．1 0．1 0.1 0．0 0.1 0.1 0. ｝

遠隔地(辞退政令5り） 1.4 1.7 1．1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.8 1.5

その他輔神上又は経済上の不利益(辞退政令6号） 5.‘1 4．8 5.0 4.5 5..1 6.2 5．5 6.2 4．8 5． ．1

総数 1月 2月 3月 4月 5月 6月

選定された裁判員候補者の数 92,207 6,330 10,562 13,293 925 5，246 9,456

辞退が認められた裁判員候補者の数
(66.9）

61,706

(68.5）

4，334

(68.1)

7,191

(69.6）

9,254

(62.5）

578

(62.7）

3,290

(65.1)

6,153

7月 8月 9月 10月 11月 12月

7,140 2,380 6，195 10,825 9，575 10,280

(66.6）

4,756

(67.2）

1,599

(63.5）

3，932

(66.8）

7,232

(66.9）

6，403

(67.9）

6,984



第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

第3 裁判員の参加する公判手続の実施状況について

1 本項の概要

(l)裁判員の参加する公判手続の対象となる事件・合議体の構成

ア対象となる事件

裁判員裁判対象事件は､法定刑に死刑、無期懲役・禁鋼を含む罪に係る事件と、法

定合議事件のうち故意の犯罪行為で人を死亡させた事件である （法2条1項） 。

ただし、裁判員やその親族等に危害が加えられるなどのおそれがあり、裁判員の職

務の遂行ができないような事情がある場合や、審判に要する期間が著しく長期化する

などの場合には、決定により裁判員裁判対象事件から除外され、裁判官のみで構成す

る合議体で取り扱う （除外決定、法3条1項、 3条の2第1項） 。

イ合議体の構成

裁判員裁判対象事件を取り扱う合繊体の構成は、原則的には裁判官3人と裁判員6

人である。例外的に、公訴事実に争いがなく、事件の内容等に照らし適当であり、 当

事者にも異議がない事件については、裁判官1人と裁判員4人の合議体で審理．裁判

することができる （法2条2項、 3項） 。

(2)裁判員裁判における公判手続の流れ

ア公判前整理手続

刑事訴訟手続は、検察官が、裁判所に対し、被告人の処罰を求めて公訴提起（起訴）

することにより開始される。裁判員裁判対象事件が起訴された場合、裁判所は、公判

前整理手続に付さなければならない（法49条） 。

公判前整理手続では、 当事者による主張の明示や証拠の開示等を通じ、争点及び証

拠の整理を行うほか、公判の審理計画を策定し、公判期日を定めるなど公判手続の進

行上必要な事項を定める。そして、裁判所は、 当事者との間で争点及び証拠の整理の

結果を確認し、公判前整理手続を終了させる‘，

なお、裁判員が加わって審理が開始された後に、鑑定のために長期間審理が中断す

るような事態は望ましくないことから、裁判員裁判対象事件の公判前整理手続で鑑定

を行うことが決定された場合、鑑定結果の報告までに相当期間を要するときは、公判

｜淵始前に、鑑定の経過及び結果の報告を除く鑑定の手続を行うことができる （第1回

公判期日前の鑑定、法50条1項、 3項） 。
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審理期間と対比した公判前整理手続期間・期日回数の状況は、図表33及び図表3

5ないし図表4()のとおりである。

公判審理

(ｱ）公判手続は、原則として公開の法廷において開く公判期日において行う。公判期

日の指定に当たっては、できる限り連日開廷し、継続して審理を行うようにしなけ

ればならない（刑事訴訟法281条の6） 。公判の審理期間・実審理期間・開廷回

数の状況は、図表41ないし図表45のとおりである。

公判期日においては、 まず、人定質問や検察官の起訴状朗読、被告人及び弁護人

の被告事件についての陳述等が行われる （冒頭手続） 。

続いて証拠調べ手続に入り、検察官や弁護人が証拠により証明しようとする事実

を述べる冒頭陳述を行い、裁判所が公判前整理手続の結果を明らかにした上、証拠

物や証拠書類の取調べや証人尋問等が行われる。また、被告人には黙秘権があるが、

被告人が自ら供述する場合は被告人質問も行われ、その結果も証拠となる。

証拠調べ手続が終了すると、弁論手続が行われ、検察官や弁護人が事実認定や法

律の適用に関する意見等を述べ（検察官の論告・求刑、弁護人の弁論） 、最後に被

告人に対しても事件についての意見を述べる機会が与えられ（最終陳述） 、審理を

終結する （結審） 。

取り調べた証拠数．証人数、開廷時間・証人尋問時間・被告人質問時間の平均や

分布の状況は、図表46ないし図表57のとおりである。

(ｲ） ｜司一の被告人に対し、複数の事件が起訴された場合、弁論の併合（客観的併合）

がされることがある。客観的併合がされている事件について、公訴事実の数別に、

開廷回数・総審理時間や証拠調べの状況を図表58ないし図表61で示した。

他方、同．．-の被告人に対し、複数の事件が起訴され、弁論を併合したままだとそ

の審理が長期に及ぶ場合などについて、裁判員の負担を峰減しながらも、刑の蚊定

も含め適正な結論が得られるように､区分審理の制度が設けられた(法71条以下)。

これは、併合した事件のうち一部の事件を区分し （区分審理決定） 、順次、区分し

た事件ごとに審理を担当する裁判員を選任して審理し、有罪・無罪に関して部分判

決を行い、 これを踏まえて、新たに選任された裁判員の加わった合議体が残りの事

件を審理したl妾、併合した事件全体について刑の言渡しを含めた終局判決を行うと
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いうものである。なお、区分事件に含まれる被告事件の全部が裁判員裁判対象事件

に該当しないときなど、裁判所の決定によって、構成裁判官のみで構成する合議体

で、その区分事件の審理及び裁判を行う場合もある （法74条） 。

区分審理決定のあった事件の審判の数ごとの内訳、区分審理決定の有無別にみた

開廷回数及び開廷時間の平均や分布の状況は、図表62ないし図表64のとおりで

ある。

ウ評議

公判審理が終結すると、合議体を構成する裁判官と裁判員は、評溌を行い、有罪か

無罪か、有罪の場合にはどのよう･な刑にするかを議論して決める。なお、審理の合間

にも、随時評議が行われることがあり （中間評議） 、それとの対比において、上記の

ような結審後に行われる評議は最終評議と呼ばれる。最終評議における評議時間の平

均や分布の状況は図表66ないし図表68のとおりである。

エ裁判・控訴・上告

評議において有罪・無罪、有罪の場合には量刑につき結論が決まると、判決が宣告

され、事件は終局する。第一審の判決に不服がある当事者は、高等裁判所に控訴する

ことができ、控訴審判決に不服がある当事者は、最高裁判所に上告することができる。

裁判員裁判の第一審の裁判結果や、控訴理由、控訴審の結果、上告理由、上告審の

結果の状況等は、図表69ないし図表76のとおりである。
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オなお、公判手続（公判前整理手続を含む。 ）の流れをフローチャートで示すと、以

下のとおりである。

､

〆
に

可

ノ

召

検察官の公訴提起(起訴）

、
ノ

争点と証拠を整理する
審理計画を立てる

／

公判前整理手続
【図表83】～【図表40】

、

、

O冒頭手続(起訴

逵
O証拠調べ手続

○弁論手続(論告｡弁論など）

に ノ ノ

タ
遡
り
質

耽
鮒
洲
剥

し
冒
書
に

柵
洲
柵
淵
る

伽
輔
鋤
喝
岬
吋

証
る
証
調
証
問

官
■
■
一切
亭

【図表41】～【図表64】

＜L上 裁判官と裁判員が話し合い、
有罪か無罪か､有罪の場合
にはどのような刑にするか
を決めるI 淵最終謡

弐土

（ ＃決宣告

評議(最終評議

〆

判決實告

）
【図表66】～【図表68】

l1u ’
控訴"上告

【図表72】～【図表7

69】～【図表71】表
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、
〆

、

合議体の構成【該当なし】

除外決定【図表92】

、

／

膠

、

客観的併合

【図表58】～【図表61】

区分審理

【図表62】～【図表64】

被害者参加【図表65】
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(3)本項における集計の在り方

以上のような対象事件及び合議体の構成並びに公判手続（公判前整理手続を含む。 ）

の流れを踏まえつつ、以下、裁判員の参加する公判手続の実施状況を概観するが、 自白

、事件と否認事件で手続運用の在り方が異なることから、自白・否認別のクロス集計を基

本としつつ、その他の様々なクロス集計も活用した集計結果を示した6また、特に、公

判前整理手続に関しては、期間・期日回数について、審理期間全体との対比も示しつつ、

平均値や分布等の集計を盛り込んだ。

＄
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2 概況

令和5年の裁判員裁判対象事件の公判手続に関する概況は、図表29のとおりである。

各データの詳細は右欄外に記載した各図表を参照されたい。

図表29 裁判員裁判対象事件の公判手続概況データ
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3 審理

(I)合議体の構成・除外決定

合議体は、全ての事件で裁判官3人と裁判員6人で構成された。 また、裁判員法3条

1項の除外決定がされた人員は､令和5年中に終局した事件においてはl l人であった。
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総数 自白 否認

平均審理期間

受理～第1回

受理～終局

12．1（月）

13．2(月）

9.0(月）

10．2(月）

14．6(月）

15．7(月）

平均実審理期間 14．9（日） 10．3(日） 18．7（日）

平均開廷回数 5.3(回） 4.2(回） 6.2(回）

平均公判前整理手続期間 11．1(月） 8.2(月） 13．5(月）

平均公判前整理手続期日回数 4.4(回） 3.1(回） 5.5(回）

平均評議時間 857.1(分） 619．0(分） 1,056.6(分）

平均取調べ証拠数 22.2(個） 18．8(個） 25.0(個）

平均取調べ証人数 2.9(人） 1.5(人） 4.1(人）

平均証人尋問時間 238.2(分） 109.5(分） 328.9(分）

平均被告人質問時間 198.0(分） 166.8(分） 224.2(分）

平均開廷時間 687.3(分） 460.7(分） 877.6(分）



第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

図表30 合議体の構成別の判決人員（罪名別）

（裁判官1人と裁判員4人の合議体なし）

図表31 合議体の構成別の判決人員（実審理期間別）

（裁判官1人と裁判員4人の合議体なし）

図表32 罪名別の除外決定がされた判決人員

(注）実人員である。

●
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法3条1項 法3条の2第1項

総数 l1
一

現住建造物等放火 1

殺人 4 ー

銃刀法違反 4
ー

組織的犯罪処罰法違反 2 ー



第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

(2)公判前整理手続

公判前整理手続期日回数の平均及び分布状況（自白・否認別）は、図表33のとおり

である。

なお、公判前整理手続において鑑定の手続を行う旨の決定（法50条。以下、 「第1

回公判期日前の艦定」 という。 ）をして判決に至った人員を罪名別にみると、図表34

のとおりである。

図表33公判前整理手続期日回数別の判決人員の分布及び平均公判前整理手続
e

期日回数（自白否認別）
9 1

平均公判前

整理手続期
日回数(回）

公判前整理手続期日回数
判決
人員

6回以上1回 2回 3回 4回 5回0回

(9.3)I (31.7)

73 250

(19.8）

156

(9.9）

78

(6.1）

48

(23.2）

183

(100.0)

788
総数 44

(10.6）

38

(10.3）

37

(5.0）

18

(10.9）

39

(100.0)

358

(422）

151

(209)

75
自白 3.1

(9.5）

41

(7.0）

30

(33.5）

144

(100.0）

430

(8.1）

35

(23.0）

99

(18.8）

81
否認 5．5

(注） 1

2

実人員である。

（ ）は判決人員に対する割合（％）である。

｜ □1回□2回口3回□4回画5回■6回以上’

’

’

１

１

！ ｡

Ｊ
守
ｌ
ｊ
４
Ｔ
ｌ
《
１

4

｜ 】'8％ ’ 9-9鮒 '6.｣』%’19.8％ 9.9％ 6」;％総数 31．7剛93％ 23．21ji，

l－L | |、

| 】"脇 '5"’10.3％ 5．‘0％’自白 20.9％1O･6% 2【、 10．9！

’18．8％ | 7"|7.09%否認 9誉5％ 13－口'1，，23098.1秘

’ 1 1I ’

10% 20％ 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%脇 30％
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第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

図表34罪名別の第1回公判期日前の鑑定（法50条）を行った判決人員

鑑定を行った
判決人員

判決人員

(7.1）

57
総数 807

(12.2)

24
殺人 196

(12.5）

10
現住建造物等放火 80

(5.0)

7
強盗致傷 141

(7.5）

6
傷害致死 8(）

1 0

９
５
１１く

(準)強制性交等致死傷 44

(13.3)

2
強盗致死(強盗殺人） 15

(1.4）

1
覚醒剤取締法違反 74

(1.5）

1
(準)強制わいせつ致死傷 67

(4.5）

1
危険運転致死 22

(注） 1 実人員である。

2 （ ）は判決人員に対する割合（％）である。

第1回公判期日前の鑑定（法50条）を行った人員の罪名別の割合

覚醒剤取締法違反

強

(準）

17．5％

47



第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

平均審理期間、公判前整理手続期間及び同手続以外の手続に要した期間の平均（自白・

否認別、罪名別、第1回公判期日前の鑑定の有無別及び開廷回数別）をみると、図表3

5ないし図表39のとおりである。公判前整理手続以外の手続に要した期間とは、 1)受

理から公判前整理手続に付する決定までの期間、 2)公判前整理手続終了から第1回公判

期日までの期間、 3)実審理期間の合計である。それぞれ全審理期間に占める公判前整理

手続期間と同手続以外の手続に要した期間の平均を示し、かつ、それぞれの割合をグラ

フ化したものを添付した。

また、図表35には、裁判員裁判対象事件における判決人員の平均審理期間及び公判

前整理手続期間の平均の推移の各データを参考添付した。

図表35 自白否認別の平均審理期間及び平均公判前整理手続期間

’
ﾛ公判前整理手続以外に要した期間の平均

ﾛ公判前整理手続期間の平均うち公判前

整理手続以

外に要した

期間の平均

(月）

（月）

18．0

16．0

14．0

12．0

10．0

8．0

6．0

4．0

2．0

0．0

うち公判前

整理手続期

間の平均

(月）

平均審理
期間(月）

－－L幽紬
’
一
一
一
一
ｑ
一

(84.1)

11.1･

(15.9）

2．1
総数 13.2

■82侭0.代）
136

“.醜）11．1

僻.蝿）(804）

82

(19.6）

2．0

自白 '02

(86.0）

13．5

(140)

2．2
否認 157

自白総数 否認

(注） （ ）は平均審理期間に対する割合（％）である。
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第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

(参考）裁判員裁判対象事件における判決人員の平均審理期間の推移

（総数・自白・否認)．

-◆一総数 一己一自白 一＊一否認
（月）

18.0

16.0

14.0

12.0

10.0

8．0

6．0

4．0

2．0

，0．0．

16．5

－1F5芹1

乙

2

－ー

8．0
7．4

－－－－－－ 三一-一一

7．9 7．7
ー

ワハ
一ｰ＝哩一

7．9

B

●

平成

26年

平成

27年

平成

28年

平成

29年

平成

30年

令和

元年

捌
奔

令和

3年

令和

4年

捌
碑

(参考）裁判員裁判対象事件における判決人員の公判前整理手続期間の平均の推移

（総数・自白・否認）

’－●一総数 一①一自白 ＝合一否認
（月）

18.0

16.0.

14|.0

12.0

10.0

8．0

6．0

4．0

2．0

0．0

｡d

』

14.0
13．5▲

ー

6．4

－

一

5．8

厩5
6．4

6．1
ー

5.4

ロ、 I

令和

5年
平成

30年

令和

元年

令和

2年

令和

3年

令和

4年

平成

26年

平成

27年

平成
28年

平成
29年
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第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

図表36 自白否認別・主要罪名別の平均審理期間及び平均公判前整理手続期間

(注） 1 （ ）は平均審理期間に対する割合（％）である。

2 本表には、判決人員が上位10位までの罪名を挙げた．
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総 数

平均審理

期間(月）

うち公判前

整理手続

期間の平

均(月）

うち公判前

整理手続

以外に要

した期間

の平均

(月）

自 白

平均審理

期間(月）

うち公判前

整理手続

期間の平

均(月）

うち公判前

整理手続

以外に要

した期間

の平均

(月）

否 認

平均審理

期間(月）

うち公判前

整理手続

期間の平

均(月）

うち公判前

整理手続

以外に要

した期間

の平均

(月）

総数 13．2
(84.1)

11.1

(15.9)

2.1

10．2
(80.4）

8．2

(19.6)

2.0

15．7
(86.0）

13.5

(14.0)

2．2

殺人 14．5
(86.2）

12．5

(13.8)

2.0

10,8
$7.0)

9．4

(13.0)

1．4

16，7
(86.8）

14．5

(13.2)

2．2

強盗致傷 12．4
(81.5)

10.1

(18.5)

2.3

9．8
(77.6）

7.6

(22.4）

2.2

15.4
(84.4）

13.0

(15.6)

2．4

現住建造物等放火 11 ．5
(87.8）

10．1

(12.2)

1.4

9．4
(83.0）

7.8

(17.0)

1.6

14.6
(91.8)

13．4

(8.2）

1．2

傷害致死 14．4
(88.2）

12．7

(11.8)

1.7

10.0
(85.0）

8.5

(15.0)

1．5

16．7
(88.6）

14．8

４
９

１
１

１く

覚醒剤取締法違反 11．4
(81.6)

9．3

(18.4)

2.1

9．0
(84.4）

7.6

(15.6）

1．4

12．4
(80.6)

10．0

(19.4)

2．4

(準)強制わいせつ

致死傷
9.0

(81.1)

7．3

(18.9)

l.7

8．2
(80.5）

6.6

(19.5）

、 1．6

11．4
(81.6)

9.3

(18.4)

2．1

(準)強制性交等致

死傷
11.2

(85.7）

9．6

(14.3)

1.6

8．4
(82.1)

6.9

(17.9)

1.5

12．8
(86.7）

11．1

(13.3)

1.7

麻薬特例法違反 18.6
(69.4）

12．9

(30.6)

5．7

16．6
(65.1)

10.8

(34.9）

5.8

24．9
(78.:{）

19．5

(21.7)

5．4

危険運転致死 12．6
(97.6）

12．3

(2.4）

0．3

9．6
(93.8）

9.0

(6.3）

0，6

14．4
(97.9）

14．1

(2.1)

0．3

強盗致死(強盗殺

人）
21．6

(77.8）

16．8

(22.2）

4.8

9．0
(83.3）

7.5

(16.7)

1.5

24．8
(78.2）

19.4

(21.8)

5．4



第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

図表37 自白否認別の公判前整理手続期間の分布及び平均公判前整理手続期間

(注）実人員である。

図表38 第1回公判期日前の鑑定（法50条）の有無別の平均審理期間及び平均公判

前整理手続期間

(注） （ ）は平均審理期間に対する割合（％）である‘
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判
決
人
員

公 判 前 整 理 手 続 期 問

脂
Ｒ
以
内

１
月
以
内

２
月
以
内

３
月
以
内

６
月
以
内

９
月
以
内

１
年
以
内

１
年
３
月
以
内

１
年
６
月
以
内

１
年
９
月
以
内

２
年
以
内

２
年
３
月
以
内

２
年
６
月
以
内

２
年
９
月
以
内

３
年
以
内

３
年
を
超
え
る

平
均
公
判
前
整
理

手
続
期
間
（
月
）

総数 788 ー ー 5 162 210 154 94 60 44 18 18 6 7 4 6 11．1

自白 358 ー ー 5 123 118 61 26 13 6 3 1 1 1 8.2

否認 430 ー ー ー 39 92 93 68 47 38 15 17 6 6 3 6 13.5

平均審理

期間(月）

公判前轄理

手続期間の

平均(月）

公判前整理

手続以外に

要した期間

の平均(月）

鑑定あり 18.8

(88.3）

16.6

(11.7)

2.2

鑑定なし 12.8

(82.8）

10.6

(17.2)

2.2



第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

図表39 開廷回数別の平均審理期間及び平均公判前整理手続期間

1 実人員である。

2 （ ）は平均審理期間に対する割合（％）である。

3 開廷回数には、裁判員裁判対象事件が併合される前の、

裁判官のみで行われたものを含む。

4 「2回以下』の「うち公判前整理手続期間の平均（月） 」

が「平均審理期間（月） 」 より長くなっているのは、

凡例Ⅶ頁3(1)ア及びイ記載のとおり、それぞれの

代表値によって算出していることによるものである。

(注）
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判決

人員

平均審理期

間(月）

うち公判前整

理手続期間

の平均(月）

うち公判前整

理手続以外

に要した期間

の平均(月）

総数 807 13.2
(84.1)

11.1

(15.9)

2.1

2回以下 2 6.8
(110.3)

7.5

-(10.3)

-0.7

3回 114 7.4
(83.8）

6.2

(16.2)

1.2

4回 262 10.1
(82.2）

8.3

、

(17.8)

1.8

5回以上 429 16.7
(85.0）

14.2

(15.0)

2.5



第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

裁判員裁判対象事件の受理から終局までの期間を、受理から公判前整理手続に付す旨

の決定まで、同決定から同手続終了まで、同手続終了から第1回公判まで及び第1回公

判から終局までの審理段階ごとの平均日数（自白・否認別）を算出し、グラフ化したも

のが、図表40である。

図表40審理段階別の平均日数（自白否認別）

|ロ受理一付公判前。付公判前一公判前終了ロ公判前終了-第'回~百蕊1回一終局
1

’
I

’ ’ ’ I

12．7 332.3

11 6 2484 10.

’

13．6 402.2

332312．7

10.1l6 2484

13.6 4()2.2

|"．96総数

蝋| | |“4自白

，| | ’ 18．589否認

’ I I ’
1

I
Ⅱ

I

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500(日）

(注） 1 公判を開いた後に整理手続等に付された事件（例：裁判員裁判対･象事件以外の事件係属中に

裁判員裁判対象事件の追起訴があった事件等）を除く。

2公判前整理手続を一旦終了し、裁判員候補者の呼出しを行った後、第1回公判期日の前に、

公判前整理手続を再開したものがある。 ‐

3 日数の平均によるため、図表35及び36の平均審理期間及び平均公判前整理手続期間とは

一致しない。
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第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

(3)審理期間・開廷回数・実審理期間

自白・否認別の審理期間の平均及び分布状況は、図表41のとおりである。また、図

表42は、 自白・否認別の実審理期間の平均及び分布状況である。

図表41 自白否認別の審理期間の分布及び平均審理期間

(注） 1 実人員である。

2 裁判員裁判対象事件以外の事件について公判を開いた後、裁判員裁判対象事件が併合された

ものを含む。

図表42 実審理期間（第1回公判から終局まで）別の判決人員の分布及び平均実審理
h

期間（自白否認別）

(注） 1 実人員である。

2 区分審理を行ったものについては、裁判員が参加した審理が行われた期間の合計を実審理期間とした。

3 裁判官のみで第1回公判を開いた後、裁判員裁判対象、件で追起訴があったため裁判員の参加する合議

体で審理されて終局したものについては、裁判員が参加した審理が行われた期間を実審理期間とした

4 2及び3以外のものについては、第1回公判から終局までの期間を実審理期間とした｡

5 公判期日が延期され、裁判員が解任されたものについては、改めて選任さオした裁判員の参加した審理が

行われた期間を実審理期間とした。

54

判決

人員

審 理 期 間

3月

以内

4月

以内

5月

以内

6月

以内

9月

以内

1年

以内

1年を

超える

平均審理

期間(月）

総数 807 ー 10 34 53 212 175 323 13.2

自白 368 ー 10 26 44 131 79 78 10．2

否認 439 一 q■■■ 8 9 81 96 245 15.7

判決

人員

実 審 理 期 間

2日 3日 4日 5日
10日

以内

20日

以内

30日

以内

40日

以内

40日を

超える

平均実審理

期間(日）

総数 807 一 8 41 49 244 306 95 45 19 14.9

自白 368 8 39 40 161 106 5 5 4 10．3

否認 439 ー 2 9 83 200 90 40 15 18.7



第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

開廷回数の各平均及び分布状況（罪名別、 自白・否認別、第1回公判期日前の鑑定の

有無別）は、図表43ないし図表45のとおりである （なお、取調べ証人数別の開廷回

数の分布状況については、図表56を参照。 ） 。

図表43 開廷回数別の判決人員の分布及び平均開廷回数（罪名別）

(注） 1 実人員である。

2 開廷回数には、裁判員裁判対象事件が併合される前の、裁判官のみで行われたものを含む．

55

判決

人員

開 廷 回 数

2回以下 3回 4回 5回 6回 7回 8回以上

平均開廷

回数(回）

総数 807 2 114 262 180 88 55 106 5．3

殺人 196 ー 13 59 65 19 14 26 5．4

強盗致傷 141 ー 27 49 25 18 7 15 5．0

現住建造物等放火 80 1 17 32 13 9 4 4 4．6

傷害致死 80 4 18 22
旬

イ 9 20 6．3

覚醒剤取締法違反 74 1 5 32 16 9 5 6 5．0

(準)強制わいせつ致死傷 67 ー 30 30 5 一 1 1 3．7

(準)強制性交等致死傷 44 ー 5 13 12 10 3 1 4．9

麻薬特例法違反 28 ー 1 6 2 6 2 11 6．8

危険運転致死 22 ー 2 7 7 2 1 3 5．2

強盗致死(強盗殺人） 15 ー 2 4 1 2 2 4 7.1

強盗･強制性交等 14 ー 2 5 3 一 1 3 6．0

拐取者身の代金取得等 11
一 ー 一 2 ー 2 7 8，7

偽造通貨行使 7 3
■■■ 2 ー 2 5.9

保護責任者遺棄致死 6 ー ー 1 1 一 3 1 6．3

銃刀法違反 5 1 2 ー 2 ー 4．6

逮捕監禁致死傷 4
一 ー 3 ー 1 6.5

傷害 3 1 1 ー 1 ー 5.3

(準)強制性交等 2 ■■■ ー 1
ー ー 1 6.0

強盗 2 ー 1 1 ー ー 3.5

通貨偽造 1
■■■ 1 ー ー ー 3.0

自殺関与及び同意殺人 1
一 ー ー 1

一 6.0

逮捕監禁 1 ー ー 1 一 1■■、 5.0

身の代金拐取 1 1 6.0

窃際 1 1 一 一 一 4.0

大麻取締法違反 1 ー ー 一 1 一 ー 5.0



第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

図表44開廷回数別の判決人員の分布及び平均開廷回数（自白否認別）

実人員である。

開廷回数には、裁判員裁判対象事件が併合される前の、裁判官のみで行われたものを含む。

(注） 1

2

図表45 開廷回数別の判決人員の分布及び平均開廷回数（第1回公判期日前の鑑定

（法50条）の有無別）

(注) 1

2

実人員である。

開廷回数には、裁判員裁判対象事件が併合される前の、裁判官のみで行われたものを含む。

56

判決

人員

開 廷 回 数

2回以下 3回 4回 5回 6回 7回 8回以上

平均開廷

回数(回）

総数 807 2 114 262 180 88 55 106 5．3

自白 368 2 106 159 57 23
ワ
Ｉ 14 4．2

否認 439 8 103 123 65 48 92 6．2

判決

人員

開 廷 回 数

2回以下 3回 4回 5回 6回 7回 8回以上

平均開廷

回数(回）

総数 807 2 114 262 180 88 55 106 5.3

鑑定あり 57 ■■■ 1■■、 8 20 ll 4 14 6.4

鑑定なし 750 2 114 254 160 77 51 92 5.2



第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

(4)公判審理（証拠調べ）

取調べ証拠数、取調べ証人数、罪名別の取調べ証人数、 自白・否認別の証人尋問の合

計時間並びに取調べ証人1人当たりの証人尋問時間、被告人質問時間の各平均及び分布

状況を自白・否認別にみると、図表46ないし図表51のとおりである（なお、平均取

調べ証人数の法定合議事件全体との比較については、図表57を参照。 ） 。

図表4’6取調べ証拠数別の終局件数の分布及び平均取調べ証拠数（自白否認別）

取 調 べ 証． 拠 数 平均取調べ

証拠数
（個）

終局

件数
10個以内 11～20個 21～30個 31～40個 41～50個 51個以上

e n B

総数 385 l68 50 19 39 22．2756 95

自白 63 19] 63 18 2 8 18.8345

否認 194 105 32 31 25.041] 32 17

(注） 1

2

件数建てであり、概数である。

取鯛べ証拠数には証人を含み、延べ数である．。

|m10個以内口11~20個ロ21～30個口31～40個口41～50個ロ51個以上’
’

１
１

I
1 I 9 7 ワ

I ’ | ’ 口2.5％総数 6.6％12.6％ 509％ 22．2‘ 5,29

『
剛
榊
一
岨

一
州
一
‐
恥

一
腿
■
■
’
’
一
’
ぬ

1831.Z

7.8％7.5％

80

｜ 、、I ｜ ’ ｜ lI－L

3‘ ｜ ， ‘5“
｣／｜ ｜ ｜ ｜ ■ー＝

55.4％ ロ0.6％

□2.3％
自白 183

凸

1

’ □4.1％否認 ZE ､5 じ472％7.8％

I

I I |
h

’
ト
h

I

帆" 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

、

、
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第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

図表47取調べ証人数別の終局件数の分布及び平均取調べ証人数（自白否認別）

終 件 数局

平均取調べ

証人数

（人）

取 調 べ 証 人 数

総数
5人

以上
2人 3人 4人0人 1人

総数 125 29201 166 104 79756 81
1 ，

■ ■ & ■ ､

自白 40 l7 7 1.5345 66 130 85

62 118否認 64 4．1411 15 7］ 8］
ﾛ

(注）件数建てであり、概数である。

’ﾛ0人口l人口2人口3人口4人口5人以上

！
I ’

b

『

｜ “， ｜ ‘‘“｜唖|－'‘副’10.4% 165!22.04 13.8％’総数 26.6！210.79

|、｜ I、

| "64i| |11.6％ 4.9％自白 24．6377％ □2.0％19．1％

1
1

L 一一 0一一

’ □3.6％否認 17.3％
｡

’
F

1I
一宇一一一一二一一ーP

" 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 10"
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第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

図表48 取調べ証人数別の終局件数の分布及び平均取調べ証人数（罪名別）

(注）件数建てであり、概数である。

59

終 局 件 数

総数

取 調 べ 証 人 数

0人 1人 2人 3人 4人
5人

以上

平均取調

べ証人数

(人）

総数 756 81 201 166 104 79 125 2.9

殺人 192 13 43 41 31 25 39 3.6

強盗致傷 123 11 38 26 15 18 15 2.7

現住建造物等放火 80 8 18 24 12 10 8 2.5

覚醒剤取締法違反 72 19 30 8 2 4 9 1.9

傷害致死 69 3 10 14 10 l1 21 4.0

(準)強制わいせつ致死傷 67 7 32 17 8 1 2 1.6

(準)強制性交等致死傷 44 8 9 10 5 5 7 2.4

麻薬特例法違反 ‘ 22 4 6 4 6 ー 2 2.0

危険運転致死 21 ー 2 7 3 2 7 4．5

強盗致死(強盗殺人） 15 1 4 ■■■ 3 1 6 6．7

強盗･強制性交等 13 2 3 4 1 ■■■ 3 3.0

拐取者身の代金取得等 7 2 3 2 ー ー 1.7

保護責任者遺棄致死 6 ー q■■■ 3 1 ー 2 3．5

偽造通貨行使 5 1 2 一 ー ー 2 2．6

銃刀法違反 4 1 1 1 1 ー 4■■■ 1.5

傷害 3 ー 一

1 1 一 1 3．7

逮捕監禁致死傷 .3 1 1 ー 1 4．3

(準)強制性交等 2 ー ー 1 1■■■ 1 ー 3．0

強盗 2 ー

1
一

1
一 2．5

通貨偽造 1 ー 1 ー 一 1.0

自殺関与及び同意殺人 1 ー 1 ー 3．0

逮捕監禁 1 ー ー 1 ー ー 3．0

身の代金拐取 1 ー 1 一 ー ー － 1.0

窃盗 1 q■■ 一

1
一 ■■■ ■■■ 2．0

大麻取締法違反 1 ー 一 一 1 ー ー 3.0



第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

図表49証人尋問時間別の終局件数の分布及び平均証人尋問時間（自白否認別）

証 人 尋 問 時 間
平均証人尋

問時間(分）
終局

件数
90分

以内

120分

以内

240分
以内

300分

以内

300分

を超える

30分
以内

60分
以内

幽
詑
一
謡

173

19

154

238.2

109.5

328.9

951

霧
681

雨
－

321

、
一
聖
一
羽

幽

器
辿
川
詞

675

279

396

如
一
弱
－
５

件数建てであり、概数である。

証人尋問を実施していないものを除く。

(注） 1

2

口30分以内口60分以内回90分以内□120分以内ロ240分以内ロ300分以内■300分を超える

ﾄ

’ I ！ ’’ ’

｜ －‘"％ ’7鋤｜ ““ 」73％ 23.1i’26.7％’ ｜
」

総数 14 1% lOlHc 104％5.9％

｜「一
い
‐

四

3．6

寺
１
１

１’自白 12.59｡ 283％ Ii.H'1

□1.3％否認 7.1％ 1H,9‘ ．81W09

’1
1 ’ ’ ､

b

l
｢

I

" 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 10"

図表50証人1人当たりの証人尋問時間別の終局件数の分布及び証人1人当たりの平

均証人尋問時間（自白否認別）

証．人 1 人当たりの証人尋問時間 証人l人当たり

の平均証人尋

問時間(分）

終局

件数
240分

以内

30分
以内

90分

以内

120分

以内

300分

以内

300分

を超える

60分

以内

瞳塾

|鶚
241

126

115

197

60

137

卵
一
型
“

型
型
剛

３
一
二
３

３
－
１
－
２

73．2675 胡
一
弱
一
過

55.8
-

85.5

279
-

396

(注） 1

2

件数建てであり、概数である。

証人尋問を実施していないものを除く。

ID30分以内ロ60分以内ロ90分以内ロ120分以内ロ240分以内ロ300分以内■300分を超える

’ I 1 ’ I

’ ！‘“ ｜ ‘0郷||｜
■I■画■団｜
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第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

図表51 被告人質問時間別の終局件数の分布及び平均被告人質問時間（自白否認別）

人 質 問 時 間 平均被告人

質問時間
（分）

被
生
ロ

終局

件数
180分
以内

240分
を超える

60分

以内

90分

以内

120分

以内
150分

以内

240分

以内
幽
詑
一
読

的
一
別
一
鯛

186

46

140

198.0

166.8

224.2

241

悪
矼
一
”
一
Ｍ

唖
一
万
一
粥

塑
布
一
別

154

49

105

756

345

411

(注） 件数建てであり、概数である。

’D60分以内ロ90分以内ロ120分以内ロ150分以内ロ180分以内ロ240分以内■240分を超える

｜ ’ I I
h

| ｣"" | '"" | '"" |20.46＆17.1％ 13‘1％ □32％総数 '1，116．7％ 149W

｜ ‐～卜’ 、～’八

｜噸｜ “2， ’14．5％ 14．26 □3.2％自白 2熟3J 21.7％ 1 $ ，10.7％

r I』／

’
1|34| : | "'% | "" |13．1％ 11－9％8E3．4否認 □3.2％2551 11

’
I

I |

" 10% 20% 30% . 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

取調べ証人数、証人尋問時間及び被告人質問時間の各分布状況（開廷時間の分布別）

は、図表52ないし図表54のとおりである（なお、開廷時間の平均及び法定合議事件

全体との比較については、図表57を参照。 ） 。

図表52開廷時間別・取調べ証人数別の終局件数の分布

取 調 べ 証 人 数
終局

件数
5人以上4人1人 2人 3人0人

総数 125104 79756 81 201 166

5時間以内 45 14 I88 28

6時間以内 15 267 15 31 4開

7時間以内 6
ー

11

32 2066 8

廷 8時間以内 26 22 4 1
一

ー

70 6

9時間以内 27 56 15 1164

時 10時間以内 哩
一
岨

９
－
５

315 2065 6

11時間以内 I38 1 8 11

間 12時間以内 9 11 27 10 847

12時間を超える 4329 38 118251 4 19

(注）件数建てであり、概数である。
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第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

図表53 開廷時間別・証人尋問時間別の終局件数の分布

(注） 1 件数建てであり、概数である。

2 「開廷時間に占める証人尋問時間の割合」は、開廷時間の各区分における終局件数の証人尋問時間

の合計を、同件数の開廷時間の合計で除す方法により算出した。

3 証人尋問を実施していないものを除く。

図表54 開廷時間別・被告人質問時間別の終局件数の分布

(注） 1 件数建てであり、概数である。

2 「開廷時間に占める被告人質問時間の割合jは、開廷時間の各区分における終局件数の被告人質問時間の

合計を、同件数の開廷時間の合計で除寸-方法により算出した“
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終局

件数

証 人 尋 問 時 間

30分

以内

60分

以内

90分

以内

120分

以内

240分

以内

240分

を超える

開廷時間に

占める証人

尋問時間の

割合(％）

総数 675 40 95 68 70 180 222 33.1

開
廷
時
間

5時間以内

6時間以内

7時間以内

8時間以内

9時間以内

10時間以内

l1時間以内

12時間以内

12時間を超える

60

52

58

64

58

59

37

40

247

21

7

戸

･

1

1

1

1

3

ー

27

22

18

13

5

3

3

1

3

11

10

15

8

8

凸

7

2

2

5

1

6

12

20

l1

5

2

5

8

7

8

20

31

34

20

13

47

ー

ー

ー

2

2

9

9

16

184

16.7

20．4

19．4

24．0

26．2

28.9

28.8

29．4

38．6

終局

件数

被 告 人 質 問 時 間

60分

以内

90分

以内

120分

以内

150分

以内

180分

以内

240分

以内

240分

を超える

開廷時間に

占める被告

人質問時間

の割合(％）

総数 756 24 51 113 129 99 154 186 28．8

開
廷
時
間

5時間以内

6時間以内

7時間以内

8時間以内

9時間以内

10時間以内

11時間以内

12時間以内

12時間を超える

88

67

66

70

64

65

38

47

251

6

5

一

2

2

一

2

ー

7

28

10

2

4

2

ー

1■■

1

4

37

27

16

12

5

6

3

2

5

16

17

23

20

16

10

7

6

14

1

5

20

】3

12

15

7

4

22

3

4

16

20

21

14

15

61

ー

一

1

3

7

13

5

19

138

39．0

35．5

36．4

33.1

33.7

33．4

28.2

33．3

24．8



第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

平均証人尋問時間及び平均被告人質問時間について、検察官、弁護人及び裁判体の各

尋問（質問）時間の平均を自白・否認別にみると、図表55のとおりであり、下の円グ

ラフは、開廷時間に占めるそれぞれの時間の割合をグラフ化したものである。また、開

廷回数の分布別に取調べ証人数の分布状況をみると、図表56のとおりである。

図表55 平均証人尋問時間及び平均被告人質問時間の内訳（自白否認別）

平均

開廷時間

（分）

平均証人

尋問時間

（分）

平均被告

人質問時
間(分）

うち

検察官

うち

弁護人

うち

弁護人

うち

裁判体

うち

裁判体

うち

検察官

うち

弁誰人

うち

裁判体

げ

総数 687.3 113.4 39．5 198.0238.2 85．3 73．9 91.3 32.8

自白 460．7 109.5 43．0 44．2 22．3 166.8 62．7 74.8 29．3

否認 877.6 328.9 162.9 114．3 51．7 83.3 105.1 35．7224.2

概数である。

「平均証人尋問時間」には、証人尋問を実施していないものを含まない。

「裁判体」とは、裁判官及び裁判員をいう。

(注） 1

2

3

〔開廷時間(総数)〕

②
その他

36.5％

被告人質問
28.8％

証人尋問

34.7％

〔被告人質問時間(総数)〕 〔証人尋問時間(総数)〕

裁判体

＝鰹亜
弁護人
46.1％46.1％

裁判体

-‐』亜％
弁識人

検察官
37．3％

検察官
4786%

35.8％

(注） 証人尋問を実施した終局件数と終局総件数が異なるため、本グラフの平均開廷時間に占める

平均証人騨問時間の割合は、図表53と一致しない．
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第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

図表56取調べ証人数別の終局件数の分布（開廷回数別）

(注） 1 件数建てであり、概数である。

2 開廷回数には、裁判員裁判対象事件が併合される前の、裁判官のみで行われたもの

を含まない。

法定合議事件全体と裁判員裁判対象事件における自白・否認別の平均開廷時間と平均

取調べ証入数を比較したものが、図表57である。 、

図表57 自白否認別の平均開廷時間及び平均取調べ証人数

(注） 1 開廷時間には公判準備に要した時間は含まない．

2 終局時の罪名が裁判所法26条2項2号に該当する事件のうち、有罪人員（一部

無罪を含む。 ）及び無罪人員を掲げた。

3 図表55は概数であり、本表と開廷時間が異なる場合がある。

4 取調べ証人数は延べ人員で計上する場合があるため図表47とは異なる。
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終局

件数

取 調 べ 証 人 数

0人 1人 2人 3人 4人 5人以上

総数 756 81 201 166 104 79 125

開
廷
回
数

2回以内

3回

4回

5回

6回以上

2

119

261

169

205

1

39

31

6

4

1

59

104

31

6

ー

20

77

47

22

一

33

40

31

1

14

29

35

ー

1■■■

2

16

107

平均開廷時間(分）

総数 自白 否認

平均取調べ証人数(人）

総数 自白 否認

法定合議事件総数

うち裁判員裁判対象事件

436.8

719．5

230.6

498.4

796.6

909.2

2.0

2.9

0.9

1.5

4.0

4.1



第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

(5)客観的併合

公訴事実の数ごとにみた証拠調べの状況や、開廷回数、開廷時間の状況（自白・否認

別）は、図表58ないし図表61のとおりである。

図表58－1 公訴事実の数別・取調べ証拠数別の終局件数の分布及び平均取調べ

証拠数（自白事件）

(注） 1

2

終局件数は、件数建てであり、概数である。

取調べ証拠数には証人を含み、延べ数である。

図表58－2 公訴事実の数別・取調べ証拠数別の終局件数の分布及び平均取調べ

証拠数（否認事件）

終局件数は、件数建てであり、概数である。

取調べ証拠数には証人を含み、延べ数である。

(注） 1

2
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終局

件数

取 調 べ 証 拠 数

10個以内 l1～20個 21～30個 31～40個 41～50個 51個以上

平均取調べ

証拠数(個）

総数 345 63 191 63 18 2 8 18．8

公
訴
事
実
の
数

1個

2個

3個

4個

5個以上

194

70

34

23

24

51

6

4

1

1

111

48

13

8

11

27

14

11

7

4

4

1

3

6

4

■■■

ー

ー

1

1

1

1

3

■■■

3

15.0

17．5

24.7

24.5

40.2

終局

件数

取 調 べ 証 拠 数

10個以内 l1～20個 21～30個 31～40個 41～50個 51個以上

平均取調べ

証拠数(個）

総数 411 32 194 105 32 17 31 25.0

公
訴
事
実
の
数

1個

2個

3個

4個

5個以上

222

92

44

22

31

23

2

3

2

2

126

48

11

5

4

50

23

17

6

9

12

l1

4

2

3

3

5

4

1 .

4

8

3

5

6

9

20.5

24．0

31.9

32.1

45．8



第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

図表59－1 公訴事実の数別・証人尋問時間及び被告人質問時間の合計別の終局

件数の分布並びに平均時間（自白事件）

(注）終局件数は、件数建てであり、概数である。

図表59－2公訴事実の数別・証人尋問時間及び被告人質問時間の合計別の終局

件数の分布並びに平均時間（否認事件）

(注）終局件数は、件数建てであり、概数である。
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終局

件数

証人尋問時間及び被告人質問時間の合計

60分

以内

90分

以内

120分

以内

180分

以内

240分

以内

300分

以内

301分

以上

平均時間

(分）

総数 345 2 14 29 97 65 48 90 255.3

公
訴
事
実
の
数

1個

2個

3個

4個

5個以上

194

70

34

23

24

2

一

ー

7

4

2

1

18

7

2

1

1

56

20

l1

3

7

36

12

4

6

7

29

1l

3

3

2

46

16

14

8

6

246.6

238.1

302.3

306.2

259.7

終局

件数

証人尋問時間及び被告人質問時間の合計

60分

以内

90分

以内

120分

以内

180分

以内

240分

以内

300分

以内

301分

以上

平均時間

(分）

総数 411 1 ー 1 19 27 53 310 541.1

公
訴
事
実
の
数

1個

2個

3個

4個

5個以上

222

92

44

22

31

1

一

4■■■

－

ー

ー

1

ー

一

ー

ー

12

2

1

3

1

18

5

3

1

ー

29

11

6

3

4

161

74

34

15

26

476.6

565.5

580.5

596.9

834‘4



第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

図表60-1 公訴事実の数別・開廷回数別の終局件数の分布及び平均開廷回数

（自白事件）

(注） 1 終局件数は、件数建てであり、概数である。

2 開廷回数には、裁判員裁判対象事件が併合される前の、裁判官のみで行われた

ものを含まない。

図表60-2公訴事実の数別・開廷回数別の終局件数の分布及び平均開廷回数

（否認事件）

(注) 1 終局件数は、件数建てであり、概数である。

2 開廷回数には、栽判員裁判対象耶件が併合される前の、裁判官のみで行われた

ものを含まない。

67

終局

件数

開 廷 回 数

2回以下 3回 4回 5回 6回以上

平均開廷

回数(回）

総数 345 2 11l 159 49 24 4.0

公
訴
事
実
の
数

1個

2個

3個

4個

5個以上

194

70

34

23

24

2

ー

ー

ー

一

71

25

5

4

6

87

33

17

11

l1

27

8

5

6

3

7

4

7

2

4

3.9

3.9

4.5

4.4

4．5

終局

件数

開 廷 回 数

2回以下 3回 4回 5回 6回以上

平均開廷

回数(回）

総数 411 ー 8 102 120 181 6．0

公
訴
事
実
の
数

1個

2個

3個

4個

5個以上

222

92

44

22

31

ー

ー

ー

5

ー

2

1

ー

61

24

10

4

3

76

24

9

5

6

80

44

23

12

22

5.5

5.9

6．4

7.0

8．3



第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

図表61－1 公訴事実の数別・開廷時間別の終局件数の分布及び平均開廷時間

（自白事件）

(注） 終局件数は、件数建てであり、概数である。

図表61－2 公訴事実の数別・開廷時間別の終局件数の分布及び平均開廷時間
e

（否認事件）

(注） 終局件数は、件数建てであり、概数である。
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終局

件数

開 廷 時 間

360分

以内

420分

以内

480分

以内

540分

以内

600分

以内

601分

以上

平均開廷

時間(分）

総数 345 135 52 40 34 23 61 460.7

公
訴
事
実
の
数

1個

2個

3個

4個

5個以'三

194

70

34

23

24

92

27

7

3

6

26

10

7

4

5

21

12

5

2

21

6

4

ー

3

1O

4

5

2

2

24

11

1l

9

6

426.2

434.5

581.2

575.6

534.3

終局

件数

開 廷 時 間

360分

以内

420分

以内

480分

以内

540分

以内

600分

以内

601分

以上

平均開廷

時間(分）

総数 411 20 14 30 30 42 275 877.6

公
訴
事
実
の
数

1個

2個

3個

4個

5個以上

222

92

44

22

31

17

1

2

ー

8

6

22

4

4

ー

15

1l

2

ー

2

26

6

6

2

2

134

65

31

18

27

765.9

910.2

948.9

1172.0

1270.2



第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

(6)区分審理

裁判員法7 1条の区分審理による審理がされた事件の審判の数ごとの内訳は図表62

のとおりであり、区分審理決定の有無別にみた開廷回数及び開廷時間の平均や分布の状

況は、図表63及び図表64のとおりである。

区分審理決定のあった判決人員7人について、区分事件審判の実施状況をみると、裁

判官のみで構成する合議体により審理及び裁判がされたものは7個（うち自白2個、否

認5個） 、裁判官3人と裁判員6人で構成する合議体により審理及び裁判がされたもの

は0個であった*12。また、 .区分事件審判による部分判決の結果は、有罪が6個（ ．部無

罪を含む。 ） 、無罪が1個であった。

図表62 区分審理決定のあった判決人員及び審判の数ごとの内訳

(注) 1

2

実人員である。

審判の数は、区分事件審判の数と併合事件審判の数の合計である。

図表63 開廷回数別の判決人員の分布及び平均開廷回数（区分審理決定の有無別）

(注) 1 実人員である。

2 「区分審理決定あり」の開廷回数は、裁判員裁判対象事件が併合される前の、裁判官のみで

行われたもの並びに区分事件審判及び併合事件審判の各開廷回数を合算したものである。

*12 区分事件審判における公判の平均|淵廷回数は、 自白が2．5回、否認が8．8回であり、平均開廷時間は、

自白が173.0分、否認が925.2分であった。
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判決人員

審 判 の 数

2個 3個 4個 5個 6個以上

7 7 ー

判決

人員

開 廷 回 数

2回以下 3回 4回 5回 6回 7回 8回以上

平均開廷

回数(回）

総数 807 2 114 262 180 88 55 106 5，3

区分審理決定あり 7 ー ー 7 14．3

区分審理決定なし 800 2 114 262 180 88 55 99 5.2



第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

図表64 開廷時間別の判決人員の分布及び平均開廷時間（区分審理決定の有無別）

実人員である。

開廷時間には公判準備に要した時間は含まな3､。

「区分審理決定あり」の開廷時間は、区分事件審判及び併合事件審判の各開廷時間を合算したものである‘

(注） １
２
３
４ 図表55は概数であり、本表と開廷時間が異厳る場合がある。

70

判決

人員 360分

以内

開 廷 時 間

480分 600分 720分 840分 960分

以内 以内 以内 以内 以内

0口eｵ■CU●U■③C③●U●GU③●00らQ*●0●pQ●●U●ザ

960分

を超える

平均開廷

時間(分）

総数 807 150 141 137 89 76 50 164 720.6

区分審理決定あり 7 1 ■■■ ー 1 ー 5 1659．3

区分審理決定なじ 800 150 140 137 89 75 50 159 712.3



第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

(7)被害者参加・刑事損害賠償命令

裁判員裁判対象事件における罪名別の参加申出をした被害者等の数及び被害者等の参

加の態様等は、図表65のとおりである。

なお、刑事損害賠償命令申立てがあった判決人員は、 53人である。

図表65裁判員裁判における被害者参加の状況（罪名別）

(注） 1 本表における判決人員は、被害者参加申出のあった事件の被告人の人員数であり、実人員である。
B

2 被害者等の数は、延べ人員である‘，

71

判決

人員

参加を申し

出た被害者

等

総数 176 303 302 57 129 159 228

殺人 59 102 102 18 42 60 75

傷害致死 29 52 52 8 27 16 37

(準)強制わいせつ致死傷 21 24 24 2 11 12 21

(準)強制性交等致死傷 20 28 28 6 16 20 26

危険運転致死 18 50 50 17 22 33 38

強盗致死(強盗殺人） 10 21 21 2 4
弓

イ 17

強盗･強制性交等 9 13 13 1 5 8 7

強盗致傷 6 9 9 2 1 2 4

現住建造物等放火 1 1 1 ー 1

自殺関与及び同意殺人 1 1 1 1 1 1 1

保誕責任者遺棄致ﾀピ 1 1 1
ー 1

逮捕監禁致死傷 1 1 ー 一 一



第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

4 評議

評議時間の平均及び分布状況（自白・否認別、罪名別及び開廷回数別）は、図表66な

,いし図表68のとおりである。なお、評議時間は、最終評議のみの時間であり、中間評議

の時間を含まない。

図表66評議時間別の判決人員の分布及び平均評議時間（自白否認別）

(注）実人員である。
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判決

人員

評 議 時 一 間

240分

以内

･ 360分

以内

480分

以内

600分

以内

720分

以内

840分

以内

840分

を超える

平均評議

時間(分）

総数 807 5 44 90 135 119 102 312 857.1

自白 368 4 39 73 96 49 47 60 619.0

否認 439 1 5 17 39 70 55 252 1,056.6



第3 裁判員の参加する公判手続の実施状況について

図表67 評議時間別の判決人員の分布及び平均評議時間（罪名別）

(注） 実人員である。

73

判決

人員

評 議 時 間

240分

以内

360分

以内

480分

以内

600分

以内

720分

以内

840分

以内

840分を

超える

平均

評議

時間

(分）

総数 807 5 44 90 135 119 102 312 857.1

殺人 196 2 5 20 26 24 25 94 924.1

強盗致傷 141 1 4 23 27 24 16 46 794.6

現住建造物等放火 80 ー 10 16 11 13 11 19 701.8

傷害致死 80 5 9 12 10 7 37 911.8

覚醒剤取締法違反 74 1 5 3 10 20 7 28 831．3

(準)強制わいせつ致死傷 67 1 10 10 16 8 7 15 617．8

(準)強制性交等致死傷 44 ー 2 2 1l 6 6 17 810.0

麻薬特例法違反 28 一

3 8 3 6 8 1031.8

危険運転致死 22 一 ー 2 5 4 3 8 978.8

強盗致死(強盗殺人） 15 ー ー 一 2 4 1 8 1264.5

強盗･強制性交等 14 1 3 2 3 5 832.9

拐取者身の代金取得等 1l 一 ー 一 一 一 5 6 1025.6

偽造通貨行使 7
ー 2 ー 1 4 845.0

保護責任者遺棄致死 6 ー ー ー 1 1 4 939.7

銃刀法違反 5 ー ー ■■■ 2 － 3 2111．2

逮捕監禁致死傷 4
ー ー 一

1
一

2 1 0.0

傷害 3 ー ー 1 ー ー ー 2 797.0

(準)強制性交等 2 ■■■ ー ー ー ー 一 2 1336.0

強盗 ワ
今

一

1 ー 1 ー 672.5

通貨偽造

自殺関与及び同意殺人

逮捕監禁

身の代金拐取

窃盗

大麻取締法違反

1

1

1

1

1

1

ー

ー

一

q■■

1

一

一

ー

一

ー

■■■

ー

ー

ー

ー

一

ー

一

一

ー

ー

一

ー

ー

1

1

1

1

1



第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

図表68評議時間別の判決人員の分布及び平均評議時間（開廷回数別）

平均

評厳

時間

(分）

識 時評 間
判決

人員 840分

以内

840分

を超える
240分

以内

360分

以内

480分

以内

600分

以内

720分

以内

総数 135 1 119 102 312 857.15 90807 44
I 【

355.52回以下 12 1

零
‘四口

1 1 【 I 1

558.330 18 13 113回 2 21 19u4
I I H I l l l PⅡ

廷

32 56 660.863 404回 20 48262 3

回

77 862.523 32 31165回 180 1

数

i_’ 168 1200.46回以上 19 29 266249 I

1 実人員である。

2 開廷回数には、裁判員裁判対象事件が併合される前の、裁判官のみで行われたものを含む。

(注）

240分以内
0.6％

360分以内

5.5%熱

840分を超える

38.7％ 600分以内

16．7％1616

720分以内
14‘7％

720分以内
14‘7％14‘7％

840分以内840分以内

12．6％

74



第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

5 裁判の結果

罪名別、 自白・否認別に控訴人員をみると、図表69のとおりであり、庁別・罪名別の

終局区分及び罪名別の量刑分布状況は‘、図表70及び図表71のとおりである。

図表69 罪名別・自白否認別の判決人員及び控訴人員

実人員である(注）

75

判決

人員

フ ち 自 白

うち控訴

フ ち否認

うち控訴

総数 807 368 79 439 253

殺人 196 75 13 121 72

強盗致傷 141 76 19 65 34

現住建造物等放火 80 48 2 32 14

傷害致死 80 28 9 52 29

覚醒剤取締法違反 74 22 5 52 34

(準)強制わいせつ致死傷 67 50 8 17 5

(準)強制性交等致死傷 44 16 6 28 21

麻薬特例法違反 ・ 28 21 8 7 3

危険運転致死 22 8 4 14 8

強盗致死(強盗殺人） 15 3 2 12 1l

強盗･強制性交等 14 3 一

1l 8

拐取者身の代金取得等 11 6 2 5 2

偽造通貨行使 7 3 4 4

保護責任者遺棄致死 6 2 4 3

銃刀法違反 5 2 1 3 1

逮捕監禁致死傷 4 3 I■■け 1 1

傷害 3 ー ■■■ 3 1

(準)強制性交等 2 ■■■ ー 2 一

強盗 2 1 ー 1 1

通貨偽造 1 1 ー ー ー

自殺関与及び同意殺人 1 ■■■ ー 】 1

逮捕驍禁 1 ー 1

身の代金拐取 1 1
ー

窃盗 1 1 ー

大麻取締法違反 1
一 1 ー



第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

図表70-1 庁別・終局区分別の終局人員

(注） 1 実人員である‘

2 終局区分の「その他Iは、公訴棄却、移送等である‘

3 裁判員裁判に関する事務を取り扱う支部以外の支部に起訴され、 当該支部の管紹区域を取扱

区域とする本庁又は支部に回付された人員を除く。

4 裁判員法3条1項の除外決定があった人員を除く。
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庁糸

終
局
人
側

有
罪

何
罪
．

部
無
罪

無
罪
免
獅

家
紋
へ
移
送

そ
の
他

広#6地紋本庁 22 16 I 5

山11地織本庁 9 9

岡山地縦本庁 19 18 I

鳥取地織本庁 I I

松jI二地職本庁 ７ ７

禍岡地奴本肺： 約1 30 】

福岡地織小倉文部 8 8

佐賀地銭本庁 2 2
1■■

艮崎地織本庁 4 4

大分地織本庁 4 4 ー

熊本地奴本庁 9 9 一 一

鹿児島地裁本庁 7 7 ー

窟崎地栽本庁 5 5
ー

那覇地絞本庁 6 6

仙台地織本庁 22 22 一 ー

抓勘地紋本庁 5 5

禍励地紋郡山支部 7 6 I

山形地奴本庁 3 3
ー

盛岡地織本庁 6 6 ー

秋川地戯本庁 1 1 ー

青森地戯本庁 3 3 一

札幌地織本庁 1 1 1 1

禰伽地裁本庁 2
リ
》

ー

旭)1 1地紋本庁 3 3 一

釧路地裁本庁 8 8
ー ー

尚松地紋本庁 、3 3 ー

徳島地裁本庁
岸
、 5

蘭i加地殿本庁 1 I

松111地織本庁 10 8 I ー I

庁糸

撚
励
人
貝

有
罪 罪

．

Ｐ
‐
．
』
、
ｂ
ｂ
ｆ
ｐ

師
刷
細
が
肌

無 免
釿

家
裁
へ
穆
送

そ
の
他

総数 828 786 9 12 21

東舟〔地織本庁 92 86 I 4 I

束 ;《地栽立ﾉ1 1支部 Zl 20 一 I

横 l(地縦本庁 36 33 1 I ー ー 1

横 !i地裁'1,田ﾉﾘ(支部
』
、 5 ｰ ー

さいたま地戯本月： 39 37 1 1 ー

千染地裁本庁 87 82 I
⑩
》 2

水ﾉj地裁本庁 28 23 一
一
旬

宇祁宮地裁本Iう： 16 16

ill梱地織本庁 9 9 ー

陥岡地裁本庁 4 4 一

師岡地織沼沌支部 9 9

肺岡地織浜松支部 3 3
ー

甲府地織本庁 2
、
夕
』

低野地紋本庁 7 7 一

氏Wf地紋松本支部 2 2

新叫地織本庁 9 8 1

大阪地奴本庁 71 68 1 1 一 1

大飯地織堺支部 1 I 11 ー

京都地裁本Ii： 17 17 ー

神ﾉj地戯本庁 22 19 I 2

仲j弛絃姫路支部 10 9 I
一

奈良地織本庁； 8 8

大沌地織本庁 1 1 10 I ー

和歌111地裁本乃？ 5 5 ー

私占向 地裁本庁 31 31

私占ハ 地裁岡崎文部 12 12

鰍地紋本庁 17 17

岐j;1地紋本庁 6 6

禍井地独本庁 4 4

金沢地紋本庁 4 4

浦111地紋本庁 6 6 一 一 ー



第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

図表70-2罪名別・終局区分別の終局人員

(注) 1

2

3

実人員である。

「その他」は、公訴棄却、移送等である‘

裁判員裁判に関する事務を取り扱う支部以外の支部に起訴され、 当核支部の祷緒区域を取

扱区域とする本庁又は支部に回付された人員を除く‘

裁判員法3条1項の除外決定があった人員を除く『4
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罪名
終局

人員
有罪

有罪．

－部無罪
無罪

家裁へ

移送
その他

総数 828 786 9 12 ー 21

殺人 198 191 1 4 － 2

強盗致傷 153 140 ー 1 12

現住建造物等放火 83 78 2 ー 3

傷害致死 80 79 1

覚醒剤取締法違反 75 66 2 6 ー 1

(準)強制わいせつ致死傷 68 67 ■■■ ー

1

(準)強制性交等致死傷 44 43 1 ー ー

麻薬特例法違反 29 28 ー

1

危険運転致死 22 22 ー 一

強盗致死(強盗殺人） 16 15 ー ー

1

強盗･強制性交等 14 13 1 － ー ■■■■

拐取者身の代金取得等 11 11 一 一 ー 一

偽造通貨行使 7 6 1 ー ー

保護責任者遺棄致死 6 6 ー ー

銃刀法違反 5 5 ー ー ー

逮捕監禁致死傷 4 4 ー ー ー

傷害 3 3 一 一 ■■■

(準)強制性交等 2 2 一 ー ー

強盗 2 2 4■■■ 一 ー

通貨偽造 1 1
一 ー

自殺関与及び同意殺人 1 1 ー ー ー

逮捕監禁 1 ー 1 ■■■ ■■■

身の代金拐取 1 1 ー ー

窃硲 1 1 ー ー

大麻取締法違反 1 1 ー ー ー



第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

図表71 罪名別・量刑分布別（終局区分別を含む）の終局人員

(注） 1

2

3

4

実人員である。

．その他」は、公訴棄却、移送等である。

禁鋼刑及び罰金刑が言い渡された人員はない。

裁判員裁判に関する車務を取り扱う支部以外の支部に起脈され、 当該支部の管轄区域を取扱区域とする本庁

又は支部に回付された人員を除く。

裁判員法3条1項の除外決定があった人員を除く。5
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人
員

終 ノ‘j Ix 分

ｲ『 罪

何
罪
人
、

死
刑

無
期
悪
役

ｲ1． 期 懲 役

加
年
以
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踊
年
以
下

加
年
以
下

旧
年
以
下

川
年
以

ド

7

年

以

下

５
年
以
下

3年以卜

実
刑

や

W
帥

執

行

猟

Y，

無
罪

そ
の
他

控
訴
申
立
人
側

椛
斫
卒
（
％
）

総数 828 795 1 10 5 11 40 83 176 154 125 38 2 2 152 79 12 21 332 41． 1

殺人 198 192 5 3 7 26 30 33 22 20
■
、 ･11 Ⅲ ･1 2 85 4:刑

強盗致傷 153 140 1 1 30 38 33 6 一 22 15 1 12 53 37.6

現住雌遺物等放火 83 80 ！ 2 4 15 19 9 ！ I 30 22 一 3 16 20.0

傷苫致死 80 79 ー ー ー 1 8 31 13 15 2 ｰ 9 2 ！ 38 47．5

党榊剤取締怯遮反 75 68 2 12 32 lR I 2 I 6 1 39 52．7

(派)強制わいせつ致死傷 68 、 67 一 一 I 6 15 9 ､1 I 36 23 1 13 19，4

(棚)強制性交淳致死傷 44 4イ
一 3 5 17 10 9 27 61 ，4

麻薬特例M姓反 29 28
一 2 9 14 3 ー 1 11 ”､3

危険巡札敏死 22 22 戸 1 12 7 I 1
ー 12 54．5

強砺致死(強噺殺人） 16 15 I 5 I 1 4 ２ 1 1 13 86‘7

強盗･強制性交弊 14 Ⅷ I 2 3 5 2 1 8 57． 1

拐取名身の代金取得等 1 1 1 1
← 2 I 4 I 3 ー .’ 36．4

偽造通街行使 7 7 一 ー ー 1 ． I 2 I 2 .$ 57．1

保識寅任,肖週無致死 6 6 I 3 2 ー ー ｛ 50，0

銃ﾉJ法i伽又 5 5 ー ｰ 一 I 2 I I
一 ー 2 40．0

辿捕隙禁致ﾀﾋ傷 4 4
一 ー 。■■ ー I I 1

一 1 ー 1 25．0

慨宙 3 3 ー 一 一 ー ー 3 2 1 33．3

(郡)強制性交津 2 2
一 2

一 ー

強盗 2 2 ー I 一 ー I I 1 50.0

汕街偽進 1 1 ー ー ！ ー ー

121段側り-及びljil息殺人
GC■●Uも●D6eC*●b●や卿eQ*bCU心吋■6勺－6*●94●CCeCC‐U●●■C‐Gd口“‐ひC■争■今PC■わ脚色U●

逮柵監餓

6句◆C■－■■*炉P■■eC D①色｡

一 ー I ー 一

1 ー ー

1 100.0

身の代金拐取 一 0口■ 一 ー ー I

窃盗 1 ー

人麻取締法逸I又 ！ ー



第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

6 控訴

裁判員裁判による判決に対し、控訴を申し立てた人員につき、第一審の結果ごとの控訴

理由及び控訴審結果の分布状況をみると、図表72及び図表73のとおりであり、終局人

員に占める破棄人員の割合及び破棄理由別人員の分布状況をみると、図表74のとおりで

ある （ただし、いずれも控訴審終局時を基準としている《， ） 。

また、平成20年及び平成21年の裁判員裁判対象罪名の事件と平成26年から令和5

年までの裁判員裁判対象事件における第一審受理から控訴審終局までの審理期間のデータ

を参考添付した。

図表72第一審結果別の控訴理由の分布（控訴審終局分）

(注） 1 実人員である。

2 控訴理由が複数ある場合には、各欄に重複して計上した。

3 控訴の申立てが被告人側、検察官双方からされた場合には、各欄の「控訴審終局人員」に重複して

計上した。

4 控訴理由の「その他」は、刑の廃止・変更、大赦等である。

5 控訴趣意書提出前取下げ等の理由で判明しなかった場合は掲げていない。 ただし、控訴審終局人員

総数には計上した，
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第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

図表73 第一審結果別の控訴審結果の分布

(注） 1 実人員である。

2 「上告申立人員」には、上告申立後、記録送付前に上告取下げがあった人員を含む。
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第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

図表74終局人員に占める破棄人員の割合及び破棄理由別人員の分布

(注） 1

2

実人員である。

破棄理由が複数の項目に該当する場合は、それぞれに計上した。

よって、破棄理由欄の合計と破棄人員は一致しない場合がある。
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破棄人員

終局人員

破棄人員

(破棄率(％)）

絶対的控訴理由(刑事訴訟法377条･378条）

訴訟手続の法令違反(刑事訴訟法379条）

法令適用の誤り(刑事訴訟法380条）

量刑不当(刑事訴訟法381条）

事実誤認(刑事訴訟法382条）
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(8.5）

一

ー
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1

8
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第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

(参考）控訴審における終局人員の審級別平均審理期間の推移

1

| ロ第一審受理から終局ロ第一審終局から控訴審記録受理口控訴審記録受理から終局
（月）

300

26．2
－

25.6
247

「一一25.0
22.4

21.1

-

6,961
20‘0

－

19.9

-

19.8

－

63

200 18.1

一

17.4

-

6117．5

－

－

1．4 1．317．0 5.0 －

1．4
－

4．7
5.5 5.3ｒ

‐
１
１
に

控
訴
審

画区4.9

型瞳
15．0 4.9 5.1 4.5 －

1．3
－

珂睡画匡亙
〆

10.0
18. 1 18．0

17.0

150第
一
審

14．613.9 13.213. 1
1 1 .711．2 11. 1 11.1

5．0

、
0.0

令和2年

(栽判員
裁判）

令和3年

(裁判員
裁判）

令和4年

(讃騨I員
裁判）

令和5年

(裁判風

裁判）

平成27年

(栽判員
裁判）

平成284

(裁判貝
裁判）

平成29年

(裁判貝

狼判）

平成30年

(裁判員

蛾判）

令和元年

(栽判風

裁判）

平成20年

(裁判官

裁判）

平成21年

(裁判官

裁判）

P戒26年

(紋判員

裁判）

(注） 1 控訴審における終局人員のうち、処断罪名などが現住建造物等放火、通貨偽造、偽造通貨行使、 （準）強

制わいせつ致死傷、 （準）強制性交等致死傷（ （準）強姦致死傷） 、集団（準）強姦致死傷、殺人、傷害致

死、危険運転致死、身の代金拐取、拐取者身の代金取得等、強盗致傷、強盗致死（強盗殺人） 、強盗・強制

性交等及び強盗・強制性交等致死（強盗強姦及び強盗強姦致死）の15罪名（未遂処罰規定のある罪名につ

いては、未遂のものを含む。 ）のものに限る。

なお、上記「危険運娠致死」は、平成27年以降においては平成25年法律86号による改正前の刑法208条

の2及び自動車運転死傷処罰法に規定する罪である。

2 終局人員は、平成26年（356人） 、平成27年（353人） 、平成28年（310人） 、平成29年

(300人） 、平成30年(301人） 、令和元年(304人） 、令和2年(217人） 、令和3年

（273人） 、令和4年（232人）及び令和5年（247人）は第一審において裁判員の参加する合識体

により審理及び裁判がされた人員、平成20年（702人）及び平成21年（618人）は第一審において

裁判官のみの合蟻体により審理及び裁判がされた人員である。
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第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

7 上告

第一・審が裁判員裁判の控訴審判決に対する上告審の終局人員につき、控訴審の結果ごと

の上告理由及び上告審結果の分布状況は、図表75及び図表76のとおりである。

また、平成20年及び平成21年の裁判員裁判対象罪名の事件と平成26年から令和5

年までの裁判員裁判対象事件における第一審受理から上告審終局までの審理期間のデータ

を参考添付した。

図表75控訴審結果別の上告理由の分布（上告審終局分）

(注） 1 実人員である。

2 上告理由が複数ある場合には、各欄にそれぞれ重複して計上した。

3 上告理由の「その他」は、刑の廃止・変更、大赦等である。

4 上告趣意書提出前取下げ等の理由で判明しなかった場合は掲げていない。ただし、上告審

終局人員総数には計上した。
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第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

控訴審結果別の上告審結果の分布図表76

(注） 実人員である。
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第3裁判員の参加する公判手続の実施状況について

(参考） 上告審における終局人員の審級別平均審理期間の推移

ﾛ第一審受理から終局 ロ第一審終局から控訴審記録受理画控訴審記録受理から終局

ﾛ控訴審終局から上告審記録受理ロ上告審記録受理から終局（月）
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4.8

8．3
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4．2
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5.76.1

5．95．8
5．7
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16．916．8
15．715．114.714．413．8
12．312.812.512．2

30．0

Ｉ
上
告
審

ｆ
控
訴
審

20.0

〆
Ｉ

10.0

第
一
審

、

0.0

平成20年

(澱判官

城判）

平成21fi

(裁判官

栽判）

令和5年

(裁判員
裁判）

平成26年

(戯判風

裁判）

平成27句

(裁判員
裁判）

平成28年

(裁判員
裁判）

平成29年

(城判員
数判）

平成30今

(澱判員
裁判）

令和元年

(裁判員

栽判）

令和2年

(裁判員
栽判）

令和3年

(裁判員
裁判）

令和4年

(裁判員
裁判）

(注） 1 上告審における終局人員のうち、処断罪名などが現住建造物等放火、通貨偽造、偽造通貨行使、 （準）

強制わいせつ致死傷、 （準）強制性交等致死傷（ （単）強姦致死傷） 、集団（準）強姦致死傷、殺人、

傷害致死、危険運転致死、身の代金拐取、拐取者身の代金取得等、強盗致傷、強盗致死（強盗殺人） 、

強盗・強制性交等及び強盗・強制性交等致死（強盗強姦及び強盗強姦致死）の15罪名（未遂処罰規定

のある罪名については、未遂のものを含む。 ）のものに限る。

なお、上記「危険運転致死」は、平成27年以降においては平成25年法律86号による改正前の刑法208

条の2及び自励車運転死傷処罰法に規定する罪である。

2終局人員は、平成26年（170人） 、平成27年（133人） 、平成28年（138人） 、平成29年

（125人） 、平成30年（131人） 、令和元年（130人） 、令和2年（113人） 、令和3年

（112人） 、令和4年（119人）及び令和5年（106人）は第一審において裁判員の参加する合議

体により審理及び裁判がされた人員、平成20年（259人）及び平成21年（277人）は第一審にお

いて裁判官のみの合議体により審理及び裁判がされた人員である。
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第4その他
0

第4 その他 “

本項では、第2｢裁判員等の選任に関する実施状況について」及び第3 「裁判員の参加

する公判手続の実施状況について」のいずれにも関係し、又はいずれにも該当しない統計

数値を示すこととした。

具体的には、 1)弁護人の状況、2)外国人事件の状況、3)手話通訳人等の状況､4)裁判員

法違反事件の処理状況を示した。
《
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第4 その他

弁護人の選任状況を罪名別にみると、図表77のとおりである。

図表77 弁護人の私選国選別の判決人員（罪名別）

(注） 1 実人員である。

2 同一被告人に対し私選弁護人及び国選弁護人が選任された場合には重複して計

上した。

3 （ ）は判決人員に対する割合（％）である。
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判決人員
私選弁護人が

選任された人員

国選弁護人が

選任された人員

総数 807 151 (18.7) 707 （87.6）

殺人 196 25 (12.8) 179 (91.3)

強盗致傷 141 26 （18.4） 127 （90.1）

現住建造物等放火 80 4 （5.0） 77 （96.3）

傷害致死 80 16 （20.0） 70 (87.5)

覚醒剤取締法違反 74 16 (21.6) 67 （90.5）

(準)強制わいせつ致死傷 67 21 (31.3) 52 （77.6）

(準)強制性交等致死傷 44 7 (15.9) 39 （88.6）

麻薬特例法違反 28 11 (39.3) 20 (71.4)

危険運転致死 22 8 （36.4） 15 (68.2)

強盗致死(強盗殺人） 15 2 （13.3） 14 （93.3）

強盗･強制性交等 14 4 （28.6） 11 (78.6)

拐取者身の代金取得等 11
ー 11 (100.0)

偽造通貨行使 7 l (14.3) 6 （85.7）

保護責任者遺棄致死 6 2 （33.3） 5 （83.3）

銃刀法違反 5 4 （80.0） 1 (20.0)

逮捕監禁致死傷 4 l (25.0) 3 （75.0）

傷害 3
ー 3 (100.0)

(準)強制性交等 2
一 2 (100.0)

強盗 2 1 (50.0) 1 （50.0）

通貨偽造 1 1 （100.0）

自殺関与及び同意殺人 l
ー 1 (100.0)

逮捕監禁 l ' l (100.0)
ー

身の代金拐取 1
ー 1 (100.0)

窃盗 1
ー 1 (100.0)

大麻取締法違反 1 1 (100.0) ー



第4 その他

通訳翻訳人の付いた外国人の被告人につき、罪名別及び言語別に判決人員数をみると、

図表78及び図表79のとおりである。

図表78 罪名別の通訳翻訳人の付いた外国人の判決人員

実人員である(注） 1

2 （ ）は判決人員に対する割合（％）である。
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判決

人員
うち通訳翻訳人の

付いた外国人

総数 807 98 (12.1)

殺人 196 16 （8.2）

強盗致傷 141 8 （5.7）

現住建造物等放火 80 1 (1.3)

傷害致死 80 1 (1.3)

覚醒剤取締法違反 74 46 （62.2）

(準)強制わいせつ致死傷 67 2 （3.0）

(準)強制性交等致死傷 44 5 (11.4)

麻薬特例法違反 28 2 (7.1)

危険運転致死 22
ー

強盗致死(強盗殺人） 15

強盗･強制性交等 14
ー

拐取者身の代金取得等 11 11 (100.0)

偽造通貨行使 7 2 （28.6）

保護責任者遺棄致死 6
ー

銃刀法違反 5
ー

逮捕監禁致死傷 4 2 (50.0)

傷害 3 1 (33.3)

(準)強制性交等 2 ー

強盗 2 ■■■

通貨偽造 1
ー

自殺関与及び同意殺人 " 1
pj

ー

逮捕監禁 1

身の代金拐取 1 1 (100.0)

窃盗 1 q■■■

大麻取締法違反 1
■■■
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図表79 言語別の通訳翻訳人の付いた外国人の判決人員

(注)実人員である．
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判決

人員

総数 98

ベトナム語 32

英語 13

中国語

北京語

広東語

9

6

3

アラビア語 6

タイ語 6

スペイン語 5

トルコ語 3

ペルシャ;語 3

ポルトガル語 3

ミー1･ンマー語 3

韓国・朝鮮語 2

インドネシア語 1

スワヒリ語 1

セルヒ寧ア語 1

タミール語 1

チェコ語 1

ドイツ語 1

ﾉ､ンガリー言五口ロ 1

パンジャビ語 1

フィリヒ°ノ （タガログ）語 1

フィンランド語 1

マダガスカル語 1

モンゴル語 1

ラトビア語 1
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被告人に対し、手話通訳人等を付した判決人員は図表80のとおりである。

図表80手話通訳人等の付いた被告人の判決人員

（該当なし）

〈一、

手話通訳、要約筆記、点字翻訳を要した裁判員候補者及び裁判員等の人員は、図表81

のとおりである。また、障害を有する裁判員候補者及び裁判員等に対して、手話通訳、要

約筆記、点字翻訳、車いすの貸出、職員による付添い等、何らかの対応を行ったとして報

告がされた事件は24件あった。

図表81 手話通訳・要約筆記・点字翻訳を要した裁判員候補者、裁判員等の員数

(注） 1 総数のうち選任手続期日に出席した裁判員候補者は、

延べ人員である。

2 1以外の人員は、実人員であり、概数である。
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選任手続期日に出席し

た裁判員候補者

選任された裁判員・補

充裁判員

総数

うち手話通訳

うち要約筆記

うち点字翻訳

21,637

8

2

6,324

2
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／

裁判員法違反事件の処理状況は、図表82のとおりである。

図表82裁判員法違反事件の処理状況

（該当なし) ．

裁判員候補者及び裁判員等に対し、過料の制裁を行ったとして報告がされた事件はなか

った°

、

1

げ

k

1

、
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